
 

第４回区役所改革検討部会 次第 

 

 

日時 令和７年９月３日（水） 

午後３時 15 分から５時 15 分まで 

場所 区役所４階庁議室 

 

 

＜議題＞ 

 

１ 区役所改革検討部会での検討事項のおさらいと進捗の情報共有 

 

２ ＭＩＮＡＴＯビジョン策定に向けた区民等意識調査の結果共有 

 

３ 「シリーズ５ まちづくり課（関係支援部）」について 

 

４ 執務場所について 

 

５ 意見聴取するべき関係団体について 

 

６ その他 

 

≪資料≫ 

資料１ 取組の進捗状況表 

資料２ ＭＩＮＡＴＯビジョン策定に向けた区民等意識調査の結果抜粋 

資料３ 課題の要旨（まちづくり課） 

資料４ Ｒ８年度の占用・掘削業務の執行体制の見直しとＲ９年度以降の組織

改正案について 

資料５ 星取表（まちづくり課） 

資料６ 職員の快適な職場づくりに向けた本庁舎執務空間再構築への取組 

資料７ 関係団体への説明に関する整理 



回数 日付 決定・確認事項 要検討事項 現状・今後の方向性 日付 会議名称 決定・確認事項 要検討事項 今後の方向性

検討中

部単位（可能であれば課単位）で組織図を作成する。 － 各課における今後の検討に合わせて作成 － － － － －

6/3 昭和電工ビル内覧 長期の貸付は実施しておらず執務室としては使用不可 －

6/26 レイアウト打合せ（保健福祉支援部）
極力R9レイアウトを見据え、R8レイアウト変更は予定通り実
施

－

窓口機能は存続させ、区民の利便性は確保する。 支所と各部にまたがる業務の役割分担 各課における今後の検討に合わせて手法を決定 － － － － －

検討中

6/19 部業務に関する打合せ（子ども分野） 支所から現子ども家庭支援部へ業務を再編する内容を確認
現子ども家庭支援部の改革後の組織
図・業務分担表の作成

7/31会議実施

7/4
管理課業務の整理に伴う打合せ（子ど
も家庭支援部以外の関係支援部）

業務ごとに原則異論なしを確認 一部の業務に支所存置の可能性あり ー

7/31 子ども家庭支援部組織に関する打合せ R9.4以降の組織案を作成 ー ー

複合施設の所管決定の基準や施設運営方法の整理 ー ー ー ー ー ー

保育士の人事管理方法の整理 ー ー ー ー ー 他区調査済・検討中

検討中

6/10 保健福祉係長会 現在、専門性不足が課題であると確認
職員の勤務先を本庁とした場合、予約
制やデジタルツールの使用だけでは対
応しきれないケースがある

－

6/19 部業務に関する打合せ（子ども分野） 支所から現子ども家庭支援部へ業務を再編する内容を確認
現子ども家庭支援部の改革後の組織
図・業務分担表の作成

7/31会議実施

6/19 福祉総合窓口に関する打合せ －
職員の勤務先を本庁とするか支所とす
るか

－

7/9 福祉総合窓口に関する打合せ 改革前・改革後のサービス提供体制を確認
分野間における人員配置の調整と連携
方法

調査中

7/9 保健福祉業務（犬）に関する打合せ 原則保健所へ集約可能を確認 － －

7/31 子ども家庭支援部組織に関する打合せ R9.4以降の組織案を作成 ー ー

8/21 生活福祉係長会 芝支所または近辺に集約の方向性を確認 改革後のサービス提供体制 －

9/3 保健福祉支援部組織に関する打合せ R9.4以降の組織案を作成 ー ー

窓口サービス係の改善するべき点について検討する。 － － － － － － －

検討中

6/20 協働推進係長会

6/27 協働推進課業務の整理に伴う打合せ

8/18 防災機能に関する打合せ（防災課） － 災害対策地区本部の運営方法 －

8/28 支所枠予算の取扱いについて
支所枠予算の取扱い自体には変更がないことを確認。
事業移管による財務システム上の対応が必要。

－ －

7/1 地域事業検討分科会の状況確認 「事業への提案」で検討を進めている事例がある 「課題への提案」で検討を進める方法 7/16会議実施

7/16
区役所改革に伴う地域事業の扱い方に
ついて

区役所改革の動向とビジョンへのアウトプット方法を前提
に、提言のまとめ方を工夫

－ －

検討中

－ － － － － － － 9/3部会で検討

その他 － － － － － 6/5 区役所改革―人事課間の打合せ 異動年限は当面変更の予定なし ー 検討済

協働推進課

まちづくり課 － －

2

部会外の検討の進捗状況

2 6/6

9/3部会で案報告
本庁に代替する執務場所の確保
代替場所への移動対象とする部・課の選定

おおまかな執務スペース案を作成する。
（可能な限り人員数を算出）

各課における今後の検討に合わせて作成

各部（制度・条例所管）に集約する業務の確認 管理課、各部間で業務を調整

各部の最適な職員配置、窓口における対応方法の検
討

専門性の確保、指揮命令系統の統一化
と地域との関係をどう両立させるか

調査中

3 7/15

原則各部対応では地域の団体との関係性が保てない

協働推進課業務は、各部（制度・条例所管）で対応する。
（地域の団体に関わることは除く）

－ －

地域事業は、各地区特有の課題に起因するものを協働推進課、それ以
外を各部（制度・条例所管）で対応する。

－ －

取組の進捗状況表

組織は廃止する。
現管理課の業務は、原則、各部（制度・条例所管）で対応する。
条例所管部等での実施に馴染まない業務は、再編後の支所組織で対応
する。

6/6

区民課

管理課

全体

部会の検討の進捗状況

1 5/27

保健福祉、生活福祉係業務は、各部（制度・条例所管）で対応する。 福祉総合窓口の実現方法（職員の配置先など）

資 料 １



 

 

ＭＩＮＡＴＯビジョン策定に向けた区民等意識調査の結果抜粋 

 

 

１ 概要 

１８歳以上の港区民（２，５００人無作為抽出）を対象に、令和７年５月２０日

から令和７年６月１３日の期間で実施した「ＭＩＮＡＴＯビジョン策定に向けた区

民等意識調査」において、区役所の利用に係る質問項目を掲載しました。 

 

 

２ 回答結果（「ＭＩＮＡＴＯビジョン策定に向けた区民等意識調査報告書（区民）」

から抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※問７－４は、問７－３で「不満」「やや不満」と答えた理由、問７－６は、問７－５

で「不満」「やや不満」と答えた理由 

  

資 料 ２ 

 

ある

77.5%

ない

18.9%

無回答

3.6%

全体

(N=676)

（問７－１）過去１年間における区役所（本庁舎・ 

総合支所）への来庁の有無 

（問７－２）利用目的（複数回答） 

 

83.2

13.5

11.6

5.3

1.9

1.7

1.0

1.0

9.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

住民票・戸籍などに関する届出、証明発行

福祉（高齢者、障害者、生活困窮）に関する申請・相談

子育て支援に関する申請・相談

健康に関する申請・相談

道路や公園等に関する相談

教育に関する申請・相談

防災・防犯に関する申請・相談

環境美化・生活環境に関する申請・相談

その他

 

満足

37.6%

まあ満足

46.9%

やや不満

10.9%

不満

3.2%

無回答

1.3%

全体

(N=524)

（問７－３）窓口での手続等の便利さに係る満足度 （問７－５）窓口での職員の説明に係る満足度 

 

満足

43.1%

まあ満足

45.2%

やや不満

7.1%

不満

1.9%

無回答

2.7%

全体

(N=524)



（参考）ＭＩＮＡＴＯビジョン策定に向けた区民等意識調査の結果を基にしたクロス集計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 考察 

・過去１年間に区役所を利用した人のうち、手続等の便利さに満足している人（満足

＋やや満足）の割合は高い。つまり、現在の総合支所制度におけるサービス提供の

体制は支持されており、身近なサービス拠点としての機能は維持していく必要があ

る。 

・利用目的の大半は住民票等の手続であり、手続等の便利さについて不満を感じる人

の不満理由としては、「待ち時間の長さ」や「オンライン手続不可」が多い。このこ

とから、窓口ＤＸを一層推進して、利便性の向上に努める必要がある。 

・住民票等の手続に比べると利用目的の数としては多くはないが、子育て支援などの

分野でも、専門的知識の不足や説明の分かりづらさに不満を感じている人の割合は

高いと考えられる。つまり、業務経験や知識を確実に継承し、専門性を備えた対応

を行うことで、利用者の満足度を高めていく必要がある。 

■利用目的（問７－２）※ × 窓口での手続等の便利さ

に係る満足度（問７－３） クロス集計 

利用目的 非常に満足 やや満足 やや不満 非常に不満 

住民票・戸籍など 163 202 51 14 

子育て支援など 19 31 8 2 

教育関連 2 7 0 0 

福祉関連 33 32 1 3 

健康関連 12 13 1 0 

防災・防犯 2 3 0 0 

環境美化 3 2 0 0 

道路・公園 1 7 1 0 

その他 17 25 5 3 

 

■利用目的（問７－２）※ × 窓口での職員の説明に係

る満足度（問７－５） クロス集計 

利用目的 非常に満足 やや満足 やや不満 非常に不満 

住民票・戸籍など 180 208 28 10 

子育て支援など 21 29 6 2 

教育関連 2 6 1 0 

福祉関連 42 23 2 2 

健康関連 12 10 4 1 

防災・防犯 3 2 0 0 

環境美化 3 1 0 1 

道路・公園 0 7 1 2 

その他 22 20 4 2 

 

■利用目的（問７－２）※ × 窓口での手続等の便利さ

（不満理由）（問７－４）※ クロス集計 

利用目的 

待ち時間が

長い 

オンライン

手続不可 

書類記入が

多い 

その他 

住民票・戸籍など 39 25 8 16 

子育て支援など 4 5 2 4 

教育関連 0 0 0 0 

福祉関連 0 1 0 3 

健康関連 0 1 0 0 

防災・防犯 0 0 0 0 

環境美化 0 0 0 0 

道路・公園 0 0 0 1 

その他 3 2 1 3 

 

■利用目的（問７－２）※ × 窓口での職員の説明（不

満理由）（問７－６）※ クロス集計 

利用目的 

専門知識

不足 

説明が分か

りづらい 

態度・  

話し方 

その他 

住民票・戸籍など 16 13 23 6 

子育て支援など 5 5 6 1 

教育関連 0 0 1 0 

福祉関連 2 2 2 1 

健康関連 2 2 4 0 

防災・防犯 0 0 0 0 

環境美化 1 1 1 0 

道路・公園 3 2 2 0 

その他 4 3 2 1 

 

※問７－２、問７－４及び問７－６は複数回答ありのため、重複して計上 



項目 職員アンケートや部課長ヒアリング等から分かる各支所まちづくり課（関係支援部）における課題

支所と支援部の関係

・支所と支援部の関係性が明確でない部分があり、イレギュラー案件が発生した際に、支所だけで対応の統一を図るのは難しい。
・各支所で同じ種類の設計を個別に行っており、非効率である。
・支所間調整での調整に時間を要し、非効率。
・支所等での実務経験がない職員が支援部に配置されると、支所から支援部へ問い合わせをしても、支援部側で適切な判断ができな
いケースがある。
・支所間の連携が弱く、孤立感や業務に対する不安につながっている。

窓口体制

・企業から「どこに問い合わせればよいのか分からない」との声がある。
・企業は、調整のために５支所を訪問する必要があり、支所ごとに意見が異なることがあるため、企業側の不便さや信頼感の低下に
つながっている。
・５支所すべてにまちづくり課を設置は過剰である。
・各支所に担当者が１〜２名しか配置されていないため、担当者が不在の場合には急な窓口対応が困難となる。
・現在の兼務体制では、他支所の判断ができないため実効性が低い、人材育成の根本的解決になっていないなどの課題がある。

業務量・内容

・５支所に業務を均等に割り振ったものの、実際には支所ごとに業務量に偏りがある。
・業務が増加し、負担が増えている。
・業務の多様化により、係長級の職員が判断しきれず、担当者の裁量に委ねられてしまっているケースが見受けられる。
・支所業務の専門性が高く、支所内で業務を縦割りで分担せざるを得ず、対応可能な職員が不足しがちである。
・必要な知識の範囲が広すぎるため、知識の定着が難しくなっている。

人材育成

・日々の業務に追われ、専門性を高めるためのモチベーションが維持しづらい状況にある。
・技術者のスキルが全体的に低下傾向にある。
・若手職員の中には、支所から支援部に異動した後、自分の力を発揮できず「思っていた業務と違う」と感じている人が多い。
・若手職員の育成が十分に行われておらず、業務を習得する機会が限られている。その結果、仕事に対してやりがいを感じられず、
離職につながる可能性が懸念される。

課題の要旨（まちづくり課）

資 料 ３



1

令和８年度における執行体制の見直しについて
占用・掘削業務の執行体制

令和７年９月３日
芝、芝浦港南まちづくり課

地区 掘削業務 占用業務

芝 1.8人 1.8人
麻布 1.0人 1.0人
赤坂 1.0人 1.2人
高輪 0.8人 0.6人
芝浦港南 1.2人 1.0人
合計 5.8人 5.6人

地区 占用窓口業務委託
芝 2.0人
麻布 1.0人
合計 3.0人

資 料 ４



2

監察指導係と支所の掘削、占用業務との整理案について

掘削業務 5.8人

占用業務 5.6人
＋占用窓口業務委託 3.0人

監察指導係
4人

道調、開発（占用、屋外）、特車、不法占用対策（固着）、条例改正、占
用システム保守、占用料徴収、道路管理システム、突出看板調査委託、１
ブロ占用係⻑会議
占用工事技術審査、復旧工事、設計承認、河川近接協議、道調地区担当、
§24自費工事、§44沿道掘削、§22道路損傷、§32主要インフラ占用工
事、§58原因者負担

道路・公園・河川占用、河川占用の都への技術的意見照会、屋外広告物許
可、不法占用（固着なし、違反広告、パトロール）、海岸三丁目倉庫管理

掘削指導係 ６人 係⻑１、副係⻑１人、主任２人、係員２人

占用係 ５人 係⻑１人、主任２人、係員２人
＋占用窓口業務委託 3人

合計 15.4人
＋占用窓口業務委託 3人

占用工事技術審査、復旧工事、設計承認、河川近接協議、§24自費工事、§44沿道掘削、§22道路損傷、
§32主要インフラ占用工事、§58原因者負担、道路管理システム、特車、道調

道路占用、公園占用、河川占用、河川占用の都への技術的意見照会、屋外広告物許可、占用システム保守、占
用料徴収、１ブロ占用係⻑会議、開発（占用、屋外）、条例改正

監察指導係 4人 係⻑１、副係⻑１人、主任１人、係員１人
不法占用対策（固着）（固着なし、違反広告、パトロール）、突出看板調査委託、海岸三丁目倉庫管理

合計 15人
＋占用窓口業務委託 3人

⻘字、赤字は業務を見直すもの

令和７年９月３日
芝、芝浦港南まちづくり課



3

令和８年度における執行体制の見直しについて
（土木課、土木管理課、各まちづくり課）

土木課 土木管理課

掘削指導係 ６人
係⻑１、副係⻑１人、主任２人、係員２人
占用係 ５人
係⻑１人、主任２人、係員２人
＋占用窓口業務委託 3人

監察指導係※２ ４人
係⻑１、副係⻑１人、主任１人、係員１人

事業用地係 ６人
係⻑１、副係⻑２人、主任２人、係員１人

土木計画係 ６人＋会計年度１人
係⻑１、副係⻑１人、主任２人、係員２人

施設調整係 ５人
係⻑１、副係⻑１人、主任３人

土木管理係 ６人＋会計年度１人
係⻑１、主任１人、係員４人

境界確定担当 ６人
係⻑１、主任１人、係員４人

※２監察業務効率化の視点で、監察指導係を土木管理係、境界確定担当と同じ土木管理課へ配置

「各まちづくり課長」を、「土木管理課」兼務とし掘削指導係、占用係の決裁者とする。

各まちづくり課⻑※１

※１各まちづくり課⻑が土木管理課を兼務する
（掘削、占用の決裁者）

※１掘削指導係、占用係の係⻑の決裁後、各
まちづくり課⻑が決裁する。

※１２つの係の起案は文書システム上添付でき
る容量の資料は電子決裁、それ以外は紙決裁
とし、５人のまち課⻑が曜⽇を決めて登庁。

令和７年９月３日
芝、芝浦港南まちづくり課

決裁者が５課⻑に分かれる。
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令和８年度における執行体制の見直しについて
（掘削指導係、占用係の業務）

掘削指導係 ６人
係⻑１、副係⻑１人、主任２人、係員２人

占用係 ５人
係⻑１人、主任２人、係員２人
＋占用窓口業務委託 3人

〇通常業務、設計承認ともに、掘削指導係で対応。

【掘削指導係、占用係 共通】

〇占用や屋外の通常案件、特例案件とも対応する。
〇町会等の占用許可申請（免除案件）は支所を窓口として対応する。（JR等の申請は除く）
〇支所対応以外の案件を、占用係で対応。（屋外広告物の届出も含む）

〇執行体制の見直しの目的は、人材育成、組織の専門性の確保、支所ごとの異なる判断基準の
統一化

〇勤務先は本庁、窓口対応も本庁とする。（対応はアポイント前提）
〇決裁は、掘削指導係、占用係の係⻑まで決裁を受けたら、課⻑の決裁を受ける。
〇文書管理システムに添付できる容量に収まる資料は基本的に電子決裁、
収まらないものは紙決裁とする。

令和７年９月３日
芝、芝浦港南まちづくり課



5

令和８年度における執行体制の見直しについて
（まちづくり課）

まちづくり課（芝浦港南の例）

応急班 ６名
技能⻑代理（技能主任）１名、技能主任１名、主事主任４名（Ｒ７は内、会計年度１名）

まちづくり係 ７名（９名から２名減）※１
まちづくりライン：まちづくり係⻑１名、主任（事務）１名、係員（土木、造園）１名※２
土木ライン※３：主任（土木）１名、係員（土木）２名、係員（造園）１名
土木担当 ２名
土木担当係⻑２名

※１占用担当者（まちづくりライン）１名分が減、掘削担当者（土木ライン）1名分が減の計２名減となる。
※２まちづくりラインの町会等の占用許可申請（免除案件）や地域事業等は係員（土木、造園）が担う。
※３設計承認は本庁業務であるが、掘削指導係と支所で調整し内容を判断する。

＜まちづくりライン 業務内容＞
地域事業、まちづくり相談、屋上緑化、保護樹木、町会等の占用許可申請窓口（免除案件）、自転車等駐車場
管理、放置自転車対策、道路美化協力員、プレーパーク、空き地の適正管理、震災復興まちづくり模擬訓練

＜土木ライン 業務内容＞
道路側溝、広場、交通安全施設、自転車走行空間、街路灯、橋りょう、運河のライトアップ等の維持管理、公
園・児童遊園、運河沿緑地、公衆便所等の維持管理、運河沿緑地の近接協議、
道路、橋りょう、無電柱化等の整備、私道整備助成、細街路拡幅助成、防犯灯補助、水防、港湾、河川関連、
公園、児童遊園、運河沿緑地、公衆便所等の整備

令和７年９月３日
芝浦港南まちづくり課



6

令和９年度以降における組織改正案について

事業課

管理課
（部庶務）

・事業用地
・土木計画
・水防

・土木財産管理
・境界管理、地籍調査
・基盤計画調整

・線形協議を伴う道路整備
・電線共同溝整備
・橋りょう整備

地域交通課

・バス運行、協議会
・地域交通政策
・駐輪場指定管理
・交通対策政策

緑と水と
公園課

監察担当課⻑
・監察業務
・掘削
・占用

維持課
（1課⻑、２課⻑）

業務の集約化とまちづくり課の統合により、土木部に維持課、５支所に係を配置

都市計画課
（部庶務） 住宅課 建築課

開発指導課 街づくり推進担当再開発担当

令和７年９月３日
芝、芝浦港南まちづくり課

まちづくり係
（５支所、維持課内）

・土木施設の維持管理（通常の道路整備含む） ・放置自転車対策
・まちづくり相談 ・町会等の占用許可申請（免除申請）

都
市
計
画
部

土
木
部

・公園、運河沿緑地等整備 ・緑化推進 ・公園計画
・公園・緑化政策 ・プレーパーク

・土木施設維持管理（道路、公園指定管理、公園等、街路樹、河川、運河沿緑地）
・5支所取りまとめ（道路、街路灯、公衆便所清掃、放置自転車対策等の年契）
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令和９年度以降における組織改正案について

維持課

土
木
部
⻑

①技術的な課題については、
土木部⻑と相談し、
解決方針を決定する。

土
木
部
⻑

維持課

技術的な課題に対する
解決方針決定の流れについて

決裁ルートについて

土木部⻑の決裁のみ。

令和７年９月３日
芝、芝浦港南まちづくり課

土木部に維持課を配置
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事務分掌（まちづくり課）（案）                           （「整備※」は執行委任先として想定） 
     引継ぎ課（案） 

業務 

支所 

まちづくり課 

都市 

計画課 

住宅課 建築課 土木課 土木 

管理課 

開発 

指導課 

再開発 

担当 

街づくり 

推進担当 

地域交

通課 

水と緑と

公園課 
必要 

人員数 

まちづくり係 

住民参加の街づくりの相談及び調整に関すること 

まちづくり条例に基づく住

民からの相談・調整 

〇           ２ 

交通対策の相談に関すること →削除 

交通対策に関する相談・調整             

特定地区の開発の調整に関すること 

定住促進要綱に基づく協議等 〇           １ 

道路の通称名に関すること 

名称等相談対応 〇           0.2 

樹木等の保護及び育成に関すること 

みどりの保護、みどりの育成           〇 １ 

緑化の普及及び啓発に関すること 

緑化普及啓発          〇 １ 

土木施設の占用許可及び使用許可に関すること 

道路占用許可（区道、区有通

路、区管理通路、法定外公共

物） 

〇町会等 

 

    〇      1.5 

公園占用許可（公園、児童遊

園、緑地） 

〇町会等     〇      1 

河川占用      〇      0.5 

屋外広告物の許可に関すること 

屋外広告物許可      〇      １ 

土木施設内の放置物件及び屋外広告物の撤去等に関すること 

土木施設内の監察等業務 〇一次対応     〇二次対応      0.5 0.2 

違反屋外広告物の監察等業務 〇一次対応     〇二次対応      0.2 0.1 

新橋繁華街対策（４業務連携

パトロール） 

〇           会計年度

職員４ 

資 料 ５ 
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     引継ぎ課（案） 

業務 

支所 

まちづくり課 

都市 

計画課 

住宅課 建築課 土木課 土木 

管理課 

開発 

指導課 

再開発 

担当 

街づくり 

推進担当 

地域交

通課 

水と緑と

公園課 
必要 

人員数 

自転車等駐車場の管理運営に関すること 

自転車等駐車場の管理運営     〇整備※     〇  １ ２ 

暫定自転車等駐車場の整備・

管理運営 

〇           1.3 

自転車置場の管理に関すること 

自転車置場の管理 〇           0.5 

放置自転車対策に関すること 

放置自転車対策 〇           1.5 

自転車等駐車場利用促進 〇           0.5 

道路美化協力員の活動に関すること 

道路美化協力員活動支援 〇           0.5 

空き地の管理の適正化に関すること 

衛生害虫等防除対策 〇           0.2 

土木に関すること 

プレーパーク           〇 １ 

土木担当に係る事務 〇           1 

課内他の係等に属しないこと 

エリアマネジメントからの

相談・調整等 

〇相談 〇全体調整          1.5 

緑の募金           〇 0.1 

震災復興まちづくり模擬訓

練 

 〇          １ 
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     引継ぎ課（案） 

業務 

支所 

まちづくり課 

都市 

計画課 

住宅課 建築課 土木課 土木 

管理課 

開発 

指導課 

再開発 

担当 

街づくり 

推進担当 

地域交

通課 

水と緑と

公園課 
必要 

人員数 

土木担当 

土木施設の新設、改良及び維持管理に関すること 

道路、側溝等の維持管理 〇           ２ 

交通安全施設（防護柵、白線

等）の維持管理 

〇           ２ 

街路灯の維持管理 〇           ２ 

公衆便所等の維持管理 〇           １ 

土木施設（指定管理者範囲除

く）の清掃・運搬・処理 

〇           １ 

公園・児童遊園の維持管理           〇 ２ 

遊び場・緑地の維持管理           〇 １ 

樹木（道路・公園等）維持管理           〇 ２ 

河川の維持管理           〇 １ 

橋りょうの維持管理 〇           １ 

自転車利用促進事業 〇整備※         〇  ２ 

直営作業 〇           30 

道路・橋りょう・公園・地中

化・都市計画道路の整備 

    〇道路、

橋りょう・ 

地中化、 

都市計画道路 

     〇公園 

運河沿緑地

公衆便所 

10 道路 

４公園 

土木施設の災害復旧及び防災工事に関すること 

土木施設の災害復旧及び防

災工事に関すること 

〇           ２ 

道路掘削及び復旧工事の指導監督に関すること 

占用工事の技術的審査・指導      〇      １ 

復旧工事の指導・監督      〇      １ 

再開発・開発行為に伴う公共

施設設計協議及び現場指導 

     〇     〇 

公園 

１道路 

１公園 

河川沿い近接協議      〇      0.5 

道路工事調整取りまとめ      〇      0.5 
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     引継ぎ課（案） 

業務 

支所 

まちづくり課 

都市 

計画課 

住宅課 建築課 土木課 土木 

管理課 

開発 

指導課 

再開発 

担当 

街づくり 

推進担当 

地域交

通課 

水と緑と

公園課 
必要 

人員数 

土木施設の自費工事等及び沿道掘削に関すること 

土木施設の自費工事・沿道掘削      〇      １ 

私道整備に関すること 

私道整備助成事業 〇           １ 

細街路の拡幅工事に関すること 

細街路整備事業 〇           １ 

港湾の埋立工事に関すること 

港湾の埋立工事に関すること     〇       0.1 

河川等の改良及び埋立工事に関すること 

河川等の改良及び埋立工事

に関すること 

    〇       0.1 

水防作業及び除雪作業に関すること 

水防、除雪 〇           0.5 

道路上のへい死犬猫に関すること 

動物死体処理 〇           0.5 

防犯灯の補助に関すること 

防犯灯助成事業 〇           １ 

アドプトに関すること 

相談対応、団体登録手続等 〇           １ 

街づくり相談等に係る支援に関すること 

エリマネ対応も含む 〇           0.5 

その他 →削除 

土木技術検討部会             

地元報告             

 



職員の快適な職場づくりに向けた本庁舎執務空間再構築への取組
～執務空間の再構築と会議室利用改革による快適な職場づくりに向けた方針～

業務の集約化に伴い、本庁舎で働く人が増加するが、本
庁舎の現行執務レイアウトでは、増加する職員数に対応
できず、業務継続に支障をきたす恐れがある。

有効面積の創出～庁舎内外の空間資源を最大限に活用し、業務に必要なスペースを柔軟に確保します～

持続可能な区役所改革の実現に伴う課題

執務空間の偏在と狭小化による快適な執務の阻害、また、
会議室の絶対的な数の不足と非効率な運用による慢性
的な会議室不足や新しい働き方への対応不足など

本庁舎の執務空間に関する従来からの課題

本庁舎執務空間の再構築は

業務効率や質の向上、

職員満足度の向上に直結する重要な要素であり

早急な改善が求められている

01
方針

02
方針

03
方針

04
方針

働きやすい職場環境の整備～ゆとりあるスペースと身体的負担の少ない執務スペースにします～

柔軟な働き方への対応～多様な業務や技術変化にも持続的に対応できる職場環境を構築します～

部署間交流と業務創造性の促進～職員同士の自然な会話やアイデア創出が生まれる空間づくりを進めます～

・各支所管理課の跡地を活用するほか、外部施設として、民間ビルの借上により、本庁舎内の有効スペースを生み出します。

・庁内全体で効率よく使えるように、これまで部や課ごとに専有していた会議室等を、共通で使える会議室として再編・統合します。

・限られた執務空間の有効活用を図るため、地下３階の文書係の書庫を共通書庫として開放します。

・一部部署の執務場所を民間ビル等へ移設することにより、一人当たり原則4㎡程度のスペースを確保します。

・車いすを利用する職員などが自由に執務室内を移動できるようレイアウトに見直します。

・業務の多様化に対応するため、Web会議専用スペースや小人数での打合せに適したスペース、また、Web会議機能を標

準装備した会議室など、多種多様な会議を行えるスペースの新設・拡充を行います。

・職員同士の気軽な会話やアイデアが生まれるような、多用途で自由度の高い共有スペースを新たに整備します。

・部署間の視線や動線を開放することで、職員同士の交流や情報の流れを生み出せるよう、壁の撤去や什器の移動などを行います。

職員の声も多数

資料６



関係団体への説明に関する整理（案） 
 

１. 背景と目的 

区役所改革の中間報告を行った際、議会や区役所改革会議等において「関係団

体の意見を聞くべきでは」との指摘があった。今後、改革を進めるにあたり、必

要に応じて関係団体への説明や意見聴取を行う。 

２. 基本的な考え方 

・区民から見えるサービス体制には基本的に変更はなく、内部的な調整であるた

め、全団体に説明する必要はない。 

・ただし、障害業務の本庁集約や協働推進課の対応体制変更など、影響がある分

野については、団体に意見聴取の必要がある。 

・意見聴取の際は、「基本的に区民から見えるサービス体制は変わらないので安

心してほしい」という姿勢で臨む。 

３. 説明対象となる可能性のある団体（例示） 

・町会・自治会、環境関連の団体 

・民生・児童委員、保護司関連の団体 

・障害者団体 など 

４. 今回の議論ポイント 

・意見聴取が必要な団体の洗い出し 

・意見聴取する場合のタイミング、提示する情報の範囲の整理 

・説明の実施主体の検討（関係部署か区役所改革担当か） 

資 料 ７ 
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主 な や り と り  

ま ち づ く り 課  

〇 全 般 に つ い て  

・ 課 長 級 の 人 員 数 に つ い て は 、 維 持 課 の 課 長 数 に よ っ て 調 整 を 行 え る 想 定 で あ

り 、 今 後 土 木 職 に お い て 課 長 級 に 昇 格 す る 職 員 が 増 加 す る 見 込 み も あ る 。  

議 題  

１ ． 区 役 所 改 革 検 討 部 会 で の 検 討 事 項 の お さ ら い と 進 捗 の 情 報 共 有  

２ ． Ｍ Ｉ Ｎ Ａ Ｔ Ｏ ビ ジ ョ ン 策 定 に 向 け た 区 民 等 意 識 調 査 の 結 果 共 有  

３ ．「 シ リ ー ズ ５  ま ち づ く り 課 （ 関 係 支 援 部 ）」 に つ い て  

４ ． 執 務 場 所 に つ い て  

５ ． 意 見 聴 取 す る べ き 関 係 団 体 に つ い て  

出 席 者  

野 上 区 役 所 ・ デ ジ タ ル 改 革 担 当 部 長 、 星 川 区 役 所 改 革 担 当 課 長 、 多 田 デ ジ タ ル

改 革 担 当 課 長 （ 新 技 術 活 用 担 当 課 長 ）、 土 井 人 事 課 長 、 大 久 保 芝 ・ ま ち づ く り

課 長 、 島 田 芝 ・ 区 民 課 長 、 鳥 居 麻 布 ・ 管 理 課 長 、 本 城 高 輪 ・ 協 働 推 進 課 長 、 香

月 芝 浦 港 南 ・ ま ち づ く り 課 長 、 白 石 高 齢 者 支 援 課 長 、 宮 本 障 害 者 福 祉 課 長 、 北

野 澤 健 康 推 進 課 長 （ 地 域 医 療 連 携 担 当 課 長 ）、 西 川 子 ど も 政 策 課 長 、 中 林 生 涯

学 習 ス ポ ー ツ 推 進 課 長 、 寺 戸 観 光 政 策 担 当 課 長 、 小 坂 人 権 ・ 男 女 平 等 参 画 担 当

課 長  

欠 席 ：  相 川 企 画 課 長  

資 料  

資 料 １  取 組 の 進 捗 状 況 表  

資 料 ２  Ｍ Ｉ Ｎ Ａ Ｔ Ｏ ビ ジ ョ ン 策 定 に 向 け た 区 民 等 意 識 調 査 の 結 果 抜 粋  

資 料 ３  課 題 の 要 旨 （ ま ち づ く り 課 ）  

資 料 ４  Ｒ ８ 年 度 の 占 用 ・ 掘 削 業 務 の 執 行 体 制 の 見 直 し と Ｒ ９ 年 度 以 降 の 組

織 改 正 案 に つ い て  

資 料 ５  星 取 表 （ ま ち づ く り 課 ）  

資 料 ６  職 員 の 快 適 な 職 場 づ く り に 向 け た 本 庁 舎 執 務 空 間 再 構 築 へ の 取 組  

資 料 ７  関 係 団 体 へ の 説 明 に 関 す る 整 理  

要 旨  

・ ま ち づ く り 課 業 務 は 、 土 木 部 維 持 課 以 下 に 設 置 す る こ と で 一 致 。 維 持 課 長 の

勤 務 体 制 や 係 の 体 制 な ど 、 詳 細 は 今 後 検 討 す る 。  

・ 執 務 場 所 整 理 の 方 向 性 は 一 致 。 合 わ せ て 、 柔 軟 な 働 き 方 の 検 討 が 必 要 。  

・ 令 和 ７ 年 1 1 月 1 8 日 の 議 会 報 告 の 前 後 に 、 関 係 団 体 へ の ヒ ア リ ン グ と 職 員

へ の 説 明 を 実 施 す る 。  
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・ 資 料 ３ に 示 さ れ た 課 題 の う ち 、 少 な く と も 「 人 材 育 成 」 お よ び 「 技 術 継 承 」

に 関 す る 課 題 は 、 今 回 の 組 織 改 正 に よ り 解 決 で き る と 考 え ら れ る 。  

・ 現 支 所 制 度 の サ ー ビ ス 低 下 を 招 か な い よ う 各 支 所 に ま ち づ く り 係 を 残 す 。 残

る 業 務 は 専 門 性 が 高 く な い た め O J T に よ り 対 応 す る 方 針 で あ る 。 そ の た め

集 約 化 し て い な い 。  

・ 予 定 さ れ て い る ベ テ ラ ン 職 員 の 退 職 を 見 据 え 、 来 年 度 か ら の 占 用 掘 削 業 務 の

集 約 化 は 必 須 で あ る 。  

〇 緑 と 水 と 公 園 課 に つ い て  

・ 採 用 枠 が 確 保 さ れ れ ば 、 造 園 職 の 管 理 職 も 供 給 可 能 と 見 込 ま れ る が 、 緑 と 水

と 公 園 課 長 を 造 園 職 に 限 定 す る こ と は 想 定 し て い な い 。  

・ 係 長 以 下 の 職 員 に つ い て は 造 園 職 を 中 心 に 配 置 し 、 各 自 が 有 す る 専 門 性 を 活

か し て 業 務 に 従 事 で き る 体 制 を 整 え る 。  

〇 維 持 課 に つ い て  

・ 分 室 ５ か 所 は 必 須 で あ る 。  

・ 課 長 は 原 則 と し て 本 庁 勤 務 と す る が 、 地 域 の 実 情 を 把 握 す る た め 、 定 期 的 に

支 所 で 勤 務 す る 体 制 と す る 。  

・ 係 長 以 下 の 職 員 は 本 庁 ・ 支 所 の 双 方 に 配 置 さ れ 、 本 庁 で は 庶 務 業 務 や 業 務 の

取 り ま と め を 担 う 。  

・ ま ち づ く り 係 長 を 技 術 職 と す る か 否 か 他 、 係 の 体 制 に つ い て は 、 現 在 検 討 中

で あ る 。  

・ 土 木 事 務 所 時 代 に は 、 係 長 が 課 長 代 理 的 な 役 割 を 果 た し て い た 経 緯 が あ り 、

支 所 に お い て 係 長 級 を ト ッ プ に 配 置 し て も 弊 害 は 大 き く な い 想 定 で あ る 。  

・ 支 所 長 の 指 揮 命 令 系 統 か ら は 外 れ る が 、 支 所 長 と 土 木 部 長 が 密 に 情 報 共 有 を

行 う こ と で 、 地 域 の 声 を 的 確 に 把 握 で き る 体 制 を 維 持 す る 。 現 在 も 支 所 長 の

技 術 的 知 識 は 十 分 で な い 部 分 も あ る た め 、 実 質 的 に は 街 づ く り 支 援 部 長 に

判 断 を 仰 ぐ こ と も あ り 、 改 正 に よ っ て 大 き な 影 響 は な い と 考 え ら れ る 。  

・ 支 所 職 員 を 維 持 課 の 配 下 に 一 括 し て 配 置 す る こ と で 、 各 支 所 に お け る 業 務 量

の 年 度 ご と の 変 動 に 柔 軟 に 対 応 で き る 体 制 を 構 築 す る 。  

執 務 場 所  

・ 課 の 所 在 地 に 関 す る 規 程 は 不 要 で あ る 。  

・ 軍 艦 ビ ル は ５ 年 間 の 契 約 で 年 間 約 １ 億 円 の 費 用 が か か る た め 、 恒 久 的 な 利 用

は 困 難 で あ る 。 一 方 で 、 再 開 発 に よ る 新 た な 執 務 場 所 確 保 も 現 実 的 で は な い

た め 、 用 地 ・ 施 設 活 用 担 当 部 長 か ら は 、 今 後 主 流 と な る で あ ろ う 「 賃 貸 方 式 」

を 提 案 さ れ て い る 。  

・ 生 涯 学 習 ス ポ ー ツ 振 興 課 に つ い て は 、 ス ポ ー ツ セ ン タ ー に 近 接 し た 場 所 が 望

ま し い 。  
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・ 教 育 委 員 会 は 、 子 ど も 部 門 お よ び 福 祉 部 門 と の 連 携 が 頻 繁 に 発 生 す る こ と か

ら 、 外 部 へ 移 転 さ せ る と 区 民 サ ー ビ ス へ の 影 響 が 大 き い こ と を 鑑 み 、 本 庁 舎

に 留 め る 。  

・ 令 和 ９ 年 ４ 月 １ 日 に は 執 務 環 境 お よ び 人 員 構 成 が 大 き く 変 化 す る こ と が 予

想 さ れ る た め 、 業 務 負 担 を 軽 減 す る 観 点 か ら も 、 執 務 場 所 の 移 転 は 可 能 な 部

署 か ら 順 次 実 施 す る 。  

柔 軟 な 働 き 方  

・ 本 庁 舎 内 外 や 課 の 枠 を 超 え た フ リ ー ア ド レ ス 制 を 導 入 し 、 部 署 間 の 交 流 を 促

進 す る な ど 、 働 き 方 そ の も の の 見 直 し を 図 る べ き 。 た だ し 、 自 席 に 縛 ら れ な

い 運 用 を 過 度 に 進 め る と 、 勤 務 状 況 を 把 握 で き な い な ど の 課 題 が 生 じ る た

め 、 慎 重 な 制 度 設 計 が 求 め ら れ る 。  

・ 現 在 、 個 人 ご と の P H S 電 話 機 を 導 入 し て い る こ と が 柔 軟 な 働 き 方 の 障 壁 の

ひ と つ と な っ て い る が 、 個 人 ス マ ー ト フ ォ ン の 導 入 や 、 カ ス タ マ ー ハ ラ ス メ

ン ト 対 応 の た め の 通 話 録 音 の 全 件 実 施 な ど 、 庁 舎 管 理 部 門 と の 検 討 が 進 め

ら れ て い る 。  

関 係 団 体 へ の ヒ ア リ ン グ  

・ 令 和 ７ 年 1 1 月 1 8 日 の 議 会 報 告 の 前 後 に 、 関 係 団 体 へ の ヒ ア リ ン グ を 実 施

す る 。  

・ 原 則 と し て 、 関 係 所 管 課 が 説 明 を 行 う が 、 特 別 な 要 望 が あ る 場 合 に は 、 区 役

所 改 革 担 当 も 同 席 す る 。  

・ 説 明 対 象 と な る 団 体 は 、 障 害 者 団 体 連 合 会 、 民 生 児 童 委 員 会 、 老 人 ク ラ ブ 、

各 地 区 町 会 ・ 自 治 会 連 合 会 （ 又 は 町 会 ・ 自 治 会 連 絡 会 ）。  

そ の 他  

・ 令 和 ７ 年 1 1 月 1 8 日 の 議 会 報 告 の 前 後 に 、 職 員 向 け 説 明 会 を 開 催 す る 。  

・ 議 会 報 告 は 、 令 和 ７ 年 ７ 月 3 1 日 の 行 政 経 営 推 進 委 員 会 の 内 容 を 基 礎 と し 、

具 体 的 な 業 務 分 担 や 支 所 で 継 続 す る 業 務 の 代 表 例 も 提 示 す る 予 定 で あ る 。  

・ 支 所 か ら 支 援 部 へ 移 管 す る 業 務 の マ ニ ュ ア ル 作 成 に つ い て は 、 業 務 委 託 の 活

用 を 想 定 し て い る 。  

・ 平 成 1 8 年 度 時 と は 異 な り 、 外 部 へ の 広 報 が 難 し い 。 集 約 化 に よ り 業 務 量 が

増 加 し た 部 署 に は 、 人 員 増 加 に よ る 解 決 の み で は な く 、 業 務 改 善 を 前 提 と し

て も ら う 。  

 



 

令和７年度第２回区役所改革会議 

 

１ 日  時    令和７年７月２５日（金） 

   午後１時０５分から午後１時５５分まで 

２ 会  場    庁議室 

３  議  題   

（１） 「将来に向けた持続可能な区役所への改革」の取組の中間報告について 

（２） その他 

 

（配付資料） 

 

○ 資料１ 「将来に向けた持続可能な区役所への改革」の取組の中間報告に

ついて 

 
○ 資料１－２（別紙１） 調査結果の詳細 

 

〇 資料１－３（別紙２） 各業務における令和９年度以降の方向性について

（案） 

 

〇 資料１－４（別紙３） スケジュール 
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令和７年７月２５日 

区 役 所 改 革 担 当 

 

「将来に向けた持続可能な区役所への改革」の取組の中間報告について 

 

【議題】 

「将来に向けた持続可能な区役所への改革」の取組について、現在の検討状況

を共有します。 

 

１ これまでの「区役所・支所改革」の総括 

（１）成果と課題の分析 

   これまでの「区役所・支所改革」を総括として、平成１８年度以降の「区役所・

支所改革」の成果と課題を分析するため、以下のとおり調査を実施しました（詳

細は別紙１「調査結果の詳細」のとおり）。 

  ア 部課長ヒアリング 

    実施期間：令和７年５月１２日から令和７年６月５日 

    実施対象：会計室や教育委員会事務局などを除く各部署 

    聞取り内容：これまでの「区役所・支所改革」の総括や現状確認、今後の方

向性など 

  イ 職員アンケート 

    調査期間：令和７年５月２８日から令和７年６月１３日 

    調査対象：一般職員及び任期付職員（管理職含む） 

    回答件数：１，０２８件（一部、該当者以外や複数回答が含まれている可能

性があります） 

    回答率：対象者２，１８０人に対し、約４７％ 

  ウ その他 

１８歳以上の港区民（２，５００人無作為抽出）を対象に、令和７年５月

２０日から令和７年６月１３日の期間で実施した「ＭＩＮＡＴＯビジョン策

定に向けた区民意識調査」において、区役所の利用に係る質問項目を掲載し

ました。結果は現在集計中です。 

（２）調査等から確認された成果と課題 

   実施した調査等から、以下のとおり成果と課題を整理するに至りました。 

  ア これまでの「区役所・支所改革」の主な成果 

   ・生活福祉、保健福祉について、総合支所の窓口で手続きできるようになった

ことで、区民サービスのアクセス性が向上した。 

   ・町会・自治会の関係者など、地域と区職員の距離が近くなったことで、参画

と協働が一層進み、連携関係が強化され、地域課題の早期把握・解決に向け

た基盤が築かれた。 

   ・道路や公園などの生活基盤について、地域と円滑に意思疎通が図れる環境を

生かし、深みのある検討や丁寧な整備が可能となっている。 

  イ 現在の総合支所制度における主な課題 

・総合支所と支援部の役割分担、責任区分が明確でないものがある。 

資 料 １ 
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・全支所での対応を統一するために各部署間での調整に時間を要している。 

・業務マニュアルの整備や研修を通じて職員間の知識共有を図っているが、５

地区に分散して職員が配置されているため、専門性の向上や知識・経験の継

承が困難な状況である。 

（３）「将来に向けた持続可能な区役所」の実現に向けて 

平成１８年度の「区役所・支所改革」当時と比較すると、経験豊富な中堅・ベ

テラン職員の減少、職員の年齢構成の若年化など、区を取り巻く状況は、大きく

変化しています。さらに、少子高齢化の進行により、国内の労働力不足は深刻化

しており、今後、区職員の新規確保がますます困難になることが予想されます。 

このような状況の中、働き方改革を推進しつつ、区の人口増加や社会課題の高

度化、行政ニーズの複雑化・多様化に対応できる、「将来に向けた持続可能な区役

所」を実現する必要があります。 

 

２ 現在の検討状況 

  「区役所・支所改革」の総括を踏まえ、これまでの実績を生かしながら、現在抱

えている課題を解決し、「将来に向けた持続可能な区役所」の実現を図ります。その

ため、総合支所と本庁の機能の再構築と、指揮命令系統及び業務分担の見直しにつ

いて、管理課、協働推進課、区民課の業務を軸に以下のとおり検討しています（方

向性のイメージは、別紙２「各業務における令和９年度以降の方向性について（案）」

のとおり）。 

（１）管理課及び関係支援部の方向性と今後の主な検討事項 

  ア 方向性 

    現管理課の業務は、原則、制度・条例所管部等（以下「各部」という。）で対

応する方向で調整を進めています。なお、各部での実施に馴染まない業務（支

所の庁舎管理業務など）は、再編後の支所組織で対応する予定です。 

  イ 今後の主な検討事項 

   ・学童クラブの申込受付方法 

・保育士の人事管理方法 

指揮命令系統を各部に一元化するという単純な整理のもとでは、現在５名

の管理課長で実施している保育士の自己申告業務を、今後は１名の新所管課

長で対応することとなりますが、この運用は現実的ではありません。他区の

運用状況について調査し、より効率的な人事管理方法を模索します。 

（２）協働推進課及び関係支援部の方向性と今後の主な検討事項 

  ア 方向性 

    現協働推進課の業務は、地域の団体に関わることを除き、各部で対応する方

向で調整を進めています。また、地域事業は、各地区特有の課題に起因するも

のを協働推進課、それ以外を各部で対応する予定です。 

なお、各部業務とした現協働推進課業務について、引き続き窓口に問合せが

来ることが想定されますが、その際は、協働推進課から所管の各部に取り次ぎ

ます。 

  イ 今後の主な検討事項 

   ・協働推進課と各部の業務分担の明確化 

「地域の団体が各種業務に横断的に関わっている」という業務特性から、
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改革後においても、「協働推進課のみ」あるいは「各部のみ」で業務が完結で

きない場合が予想されます。 

いわゆる「業務の押し付け合い」が再発しないよう、協働推進課と各部の

業務分担について詳細に検討し、明確にしておく必要があります。 

（３）まちづくり課及び関係支援部の方向性と今後の主な検討事項 

   まちづくり課においては、令和８年４月の執行体制の見直しに向けて関係者間

で検討を進めています。その結果を踏まえ、令和９年４月以降の体制についても

順次検討していきます。 

（４）区民課及び関係支援部の方向性と今後の主な検討事項 

  ア 方向性 

保健福祉係及び生活福祉係の業務については、福祉総合窓口支援員及び各部

で対応する方向で調整を進めています。 

  イ 今後の主な検討事項 

・窓口サービス係業務 

・福祉総合窓口における人員配置及びサービスの提供方法 

職員の専門性を確保すると同時に、混乱のない迅速な指揮命令系統を構築

しつつ、区民サービスに対する区民満足度を維持・向上させる必要がありま

す。そのためには、従来の対応形式に加え、デジタルツールの活用について

検討する必要がありますが、福祉総合窓口の関係各課からは、「対面対応が

望ましい案件も多い」との意見がありました。 

こうした状況を踏まえ、現行の窓口体制と令和９年４月以降の体制（案）

に関する調査を実施しました。その調査結果をもとに、より具体的な検討に

着手する予定です。利便性のみならず、サービスの質にも着目することで、

「区民満足度の向上」に重点を置き、分野ごとの特性に合わせて最適な手法

を選択します。 

   ・分野間の連携方法 

     異なる部に配属された職員が一つの窓口を構成する体制により、縦割り化

が懸念されます。複数の分野にまたがる案件にも的確に対応するため、福祉

総合窓口担当係長の配置等、手法を検討します。 

（５）良好な執務環境の確保に向けた要検討事項 

   本庁舎の現在の使用面積を鑑みると、職員が各部の配属になるとともに本庁舎

を勤務地とすることは不可能です。そのため、民間の会議室を活用する、部また

は課単位で既存の関連施設に移転するなどの手法も検討しながら、執務スペース

を確保する必要があります。このように、「本庁」「総合支所」その他建物をまた

いだ柔軟な配置も視野に入れ、良好な執務環境を目指して検討を進めます。 

（６）その他 

組織改正に伴うレイアウト変更や、組織名称変更に伴う発行物の再印刷にかか

る経費については、令和８年度予算に計上します。 
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３ スケジュール 

令和７年  １１～１２月 行政経営推進委員会、区役所改革会議、庁議 

「令和９年度に向けた区役所改革の取組」の決定 

令和８年  １月 議会報告（「令和９年度に向けた区役所改革の取組」につい

て） 

        ８月 見直しを行う具体的業務の移管時期等の決定 

  令和９年  ４月 見直しの実施 

  ※令和７年７月２２日にＤＸ推進・行財政等対策特別委員会に報告しました。 

  ※スケジュールの詳細は別紙３「スケジュール」のとおり 



 

調査結果の詳細 

 

１ 部課長ヒアリングの主な意見 

（１）区役所・支所改革全般について 

・総合支所制度を導入したことで、地域住民との距離が近くなったことは大きな成

果だが、職員の専門性の低下、各支所との個別調整の手間がかかっている。 

・支援部から支所に事業等を依頼する際、５支所×各職層に説明しなければならず、

多大な時間がかかる。 

・支援部と総合支所との間の指揮命令系統が軽薄化しており、業務の押し付け合い

になっている。 

（２）各支援部からの意見 

【保健福祉支援部】 

・支所との関係性が良好でない。同じ質問を各支所から受けると、支援部も辟易し

てしまっている。 

・支援部でも異動したての職員も窓口対応しなければいけないので、支所からの電

話相談に対応している余裕がない。 

・支援部に集約化するべきか要検討という意見がある一方、障害分野については複

数人で集まり検討するべきケースがあることから、対応窓口を一本化した方が効

果・効率的であるという意見も職員からでている。 

【みなと保健所】 

・現在保健師は人手の問題もある中事務職の業務も行っている状況にある。保健師

としての本来業務を遂行し、専門職としての知見を生かせるような仕組みづくり

が重要。 

・保健師のニーズは高くなっているので、支所に輪番で勤務しなくていいのであれ

ば、高齢者支援、保健福祉、障害、子ども家庭センター、児童相談所など各箇所

への適正配置がしやすくなる。 

【子ども家庭支援部】 

・部内で保育園の運営に意見できる部署とできない部署があり、ゆがみが生じてい

る。 

・子ども向け施設の維持、管理、運営をまとめて取り扱う部署を作るのはどうか。 

・全園長を子ども施設指導係と兼務させてはどうか。 

【児童相談所】 

・児童相談所は１か所の集約体制を維持するべき。港区は件数は多くないものの、

相談内容が複雑という特徴があり、１か所に集まっているので複数人で検討でき

るメリットがある。 

・福祉総合窓口で保健師を一元集約したが、支所に行く負担や業務の増加により、

職員の負担が増している。保健師が区民課と保健所の２系統に属しているため、

命令系統が混乱し、児童相談所としても連携が困難。 

【防災危機管理室】 

・地域にとって「防災」は課題の１つにすぎないので、広い意味で地域の課題を受

別 紙 １ 



け止める窓口は支所には必要。 

・帰宅困難者対策について、災害と同時多発的に起こる問題なので、協議会運営機

能として支所に残してほしい。 

【総務部】 

・平成 18 年度の区役所・支所改革の際は、組織と定数をもとに体制を検討してい

たので、人事課と密に調整し、生成 AI に取って代わる業務についても検討して

もらいたい。 

（３）各総合支所からの意見 

【管理課】 

・施設運営業務は、相談があった際に現場に早く行ける以外支所が担当するメリッ

トがない。専門性が不足していることもあり、庁舎管理以外の業務は支援部に集

約したほうがよい。 

・現在管理課長が行っている保育士との自己申告、勤務評価の実施方法を検討する

必要がある。 

【協働推進課】 

・町会など地域の方々は、何でも相談できる窓口が近くにあることに安心している。 

・町会・自治会支援に関する業務は切り離せないが、専門分野は支援部に集約した

ほうがいい。     

・一方で町会・自治会と関係する団体が多岐に渡りあることから、専門分野ごと支

援部に集約するのは逆にやりにくさを生み、得策でない。 

・補助金、募金受付など事務の煩雑さと併せてやらされている感を抱いている。 

【まちづくり課】 

・地域から相談があった際、協働推進課と方向性を共有していち早く解決に向けて

動くことができている。⇒横のつながりの重要性 

・支所によって業務量、案件数が大きく差がある中、職員数は同じであるため人員

調整が必要。 

・掘削、占用業務については、指揮命令系統の一元化が喫緊の課題であるため、令

和８年度から事務分担の整理を行うことを検討している。 

・まちづくり課を支所に残置する前提とするならば、指揮命令系統は本庁とつなげ

た上で勤務場所は支所と整理し、繁忙支所に人を柔軟に動かせるようにしたい。 

・まちづくり課は全支所には必要ないが、執行権もあり区民サービスの観点で業務

配分も検討しながら残すべき。 

【区民課】 

・異動したての職員が専門的な業務を行うのは荷が重い。 

・窓口支援員は相談対応の経験を重ね、区職員よりもスキルが向上している。 

・区民課は多分野の専門業務を受け持っているが、５支所で決裁内容に差異が生じ

ている。 

 

 

 

 

 



２ 職員アンケートの回答内容 

（１）「総合支所と支援部の役割や機能で課題に感じていることはありますか？」へ

の回答 

 

 

 

 

 

 

 

（２）（１）で「感じていることがある」を選んだ人のうち、「具体的にはどのような

ことが課題だと感じていますか？（複数回答可）」への回答 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※全文は以下の通り 

 「総合支所と支援部の役割分担、責任区分が明確でないものがあり、担当業務に差

が生じている。」 

 

（３）「あなたは、区役所全体の組織体制を変えていくことについてどのように考え

ていますか？」への回答 

 

 

 

 

 

 

（４）「自由記入欄」への記入 

  ア 人員体制について 

・部署に経験年数の浅い職員が多く、業務継承や育成が困難。育休・病休など

突発的な事情に対応できる余裕はなく、若手が若手を育てる構造や、責任が

集中することで心身に不調をきたすケースもある。 

・異動年限について、「５年固定は長すぎる」、「柔軟性がない」、「４～６年など

の幅を持たせるべき」「希望制を導入するべき」。 

・経験や知識の蓄積が異動によって失われている。 

・異動時の引継ぎが不十分で、業務の継続性や品質が損なわれている。 

※ 



・事務処理能力の高い職員に業務が偏り、異動時の引継ぎが困難になる。 
・異動直後の職員が業務を把握できず、過重負担による休職が続いている。異

動日と実務開始日をずらす、異動前に引継ぎ期間を設けるなどするべきであ

る。 
・支所業務未経験の職員が支援部に配属されると、現場理解が乏しく、支所と

の意思疎通が困難になる。 
・保育士や保健師、土木・造園職などの専門職が、本来の専門性を活かせない

業務（例：財務会計、出納、事務処理）を担わされており、専門性の発揮や

人材育成が阻害されている。 
  イ 人材確保、離職、職員の力量差、業務量に関する意見 

・職員数が業務量に見合っておらず、常勤職員が不足している。会計年度任用

職員や派遣職員に頼らざるを得ない状況が常態化している一方、部署によっ

ては、派遣職員では専門業務を担えず、常勤職員に負担が集中している。 

・保育園や学童クラブなどで職員数が足りず、子どもへの対応や安全確保が困

難。事務業務も多く、保育に専念できない状況。 

・制度改正や新規施策により業務が複雑化しているが、専門知識を持つ職員が

不足しており、対応が困難になっている。 

・若手職員に業務が集中し、育成やフォロー体制が不十分なため、精神的・身

体的負担が大きく、離職につながっている。 

・基礎学力や事務処理能力に差があり、業務効率に影響している。特定の職員

に業務が偏ることで、組織全体の生産性が下がっている。 

・教える側の知識不足や時間的余裕のなさにより、OJT が形骸化。業務の根拠

や背景を理解しないまま業務を進める職員が増えている。 
・人員は増えない一方で、新しい事業が成果検証や終期設定なしに導入され、

不要な業務の廃止が進まず、業務量が増加し続けている。超過勤務や休職者

も発生している。 

・専門職が事務業務や兼務に追われ、本来業務に集中できず、区民への支援が

不十分で支援の質が低下している。中でも、保健師は、本来業務以外の福祉

分野の事務処理（例：受給者証発行）を担っており、専門性を活かした地域

保健活動が十分に行えない。 
・職員個々の真面目さや優秀さに対して、組織が十分に応えられておらず、見

栄え重視の施策や人員体制の不備が離職や疲弊につながっている。 

ウ 組織構造に関する意見 

・経験者が支所に分散されていることで、若手職員へのサポート体制が弱く、

育成や知識継承が進まない。ミスや業務停滞の原因となっているとともに、

知識のある職員に負担が集中している。 
・支援部・支所間で、業務の重複や連絡の行き違いが多い上、５支所間での調

整や確認には時間がかかり、迅速な対応が困難になっている。 
・支所での申請受付や判断業務に５倍のマンパワーを要し、非効率。支所でな

くても対応可能な業務は支援部に集約・一元化すべきである。 

・業務が複数部にまたがり役割分担が曖昧で、業務の押し付け合いや判断のば

らつきが生じており、区民からのクレームや職員の混乱につながるとともに、



区民サービスや職員の業務効率に悪影響を与えている。 
・複数部署にまたがる業務について、問題発生時に「うちの所管ではない」と

たらい回しになるケースが頻発。 
・専門性の高い業務は本庁に集約し、支所は受付や地域対応に特化するなど、

機能分担の再設計が求められている。 
・区役所・支所改革後に生じた課題に対して、組織的な検証や改善の仕組みが

なく、現場の不満が蓄積している。 
・地域に密着した対応や迅速な初動対応など、支所制度の利点もあるため、完

全な廃止ではなく機能の見直しが望ましい。 
エ 執務環境、組織運営上の仕組みに関する意見 

・庁舎の老朽化や空調の不具合、ネット接続の不安定さ、執務スペースや会議

室・ロッカーの不足など、日常業務に支障をきたす環境面の課題がある。 
・子育て世代や体調に不安のある職員が柔軟に働ける環境が整っておらず、テ

レワーク制度が形骸化している。 
・理不尽な陳情や長時間拘束に対し、職員を守る仕組み（録音・定型文対応・

相談体制など）が不十分で、精神的負担が大きい。 
・重要な判断が現場に委ねられている。トップが責任を持って意思決定し、現

場の負担を軽減する体制が必要。 
・運用決定までに多段階の承認が必要で、法改正などの対応が遅れることがあ

る。契約や事業開始までに時間がかかり、社会の変化に追いつけない。 
・電子申請や文書管理の導入が進んでいる一方で、紙への出力や手作業、印鑑

や文書保存の慣習が残っていることが非効率の要因となっている。 
・窓口業務で、17 時以降の対応が常態化している。窓口時間の短縮や本庁一括

化、オンライン対応の拡充などを提案する。 
・保健師が支所と保健所を往復する体制により、業務効率の低下や連携不足が

生じ、専門的な予防活動ができていない。受給者証発行など事務的業務の切

り離しと、保健師業務の集約が必要である。 
・勤務評定と昇給の差が小さく、努力が報われにくい。上司評価だけでなく、

部下からの評価制度導入も求められている。 
・業務量や成果に見合った評価がされず、頑張る職員ほど損をするという認識

が広がっている。インセンティブ制度や評価の見直しが必要。 
・評価制度の不公平感や役職の兼務、繁忙期の異動タイミングなどが職員の意

欲低下につながっている。育休・病休取得者の穴埋めに対する手当などの制

度を整備してほしい。 
 



各業務における令和９年度以降の方向性について （案）

現行の組織機構図

今後の組織機構図

集約のため廃止
※庁舎管理に関する業務は支所に存置

※保育園は子ども家庭部内の課のもとに位置づけ

○組織を廃止し、管理課業務は各部（制度・条例所管）で対応

（庁舎管理業務を除く）

⇒管理・対応の一貫性、責任・権限の明確化、

知識・ノウハウの継承、効率的な運営を実現

管理課について

現行の組織機構図

区民課 窓口サービス係

保健福祉係

生活福祉係

○窓口サービス係の業務は現行通り、支所の組織で実施

※今後精査の上、一部の業務の集約化を合わせて検討

管理課について

区民課について

今後の組織機構図

協働推進課について

現行の組織機構図

※窓口への問合せ、案内は「窓口がある以上、当然行う業務」と

いう位置づけ

今後の組織機構図

※庁舎管理業務など現管理課の支所存置

業務対応含む

○協働推進課業務は、各部（制度・条例所管）で対応

（地域の団体に関わることは除く）

⇒責任・権限の明確化、知識・ノウハウの継承を実現

○地域事業は、各地区特有の課題に起因するものを協働推進課、

それ以外を各部（制度・条例所管）で対応

⇒効率的な運営を実現

○保健福祉係、生活福祉係の業務は、

各部（制度・条例所管）で対応

⇒責任・権限の明確化、知識・ノウハウの継承を実現

業務内容

地域団体との調整

補助金の申請補助

協議会事務局

区設掲示板管理

全部署共通 補助金交付決定、支出

産業・地域振興部 商店街支援

保健福祉部 保護司会

防災部 総合防災訓練

環境リサイクル部 喫煙所整備、公害苦情

保健所 猫の去勢・不妊手術費用助成

業務担当部

協働推進課

部
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４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月

MINATOビジョン

議会

行政経営推進委員会

区役所改革会議

検討部会

スケジュール

事務局

令和７年度

一定四定三定
二定

●特別職レク

●4/22
方向性の再確認

●5/1
方向性の再確認

●メンバー決定
部会設定

●5/27 1回目（総合支所制度の総括、職員アンケートの項目）

部課長ヒアリング

●組合に情報提供

●6/6 2回目（管理課、区民課等）

●7/22 DX推進・行財政等対策特別委員会

●6/13区民アンケート〆

5/28 職員アンケート 6/13〆

●7/15 3回目（部課長ヒアリングと職員アンケートの結果報告、協働推進課等）

●7/25 中間報告

●9/3 4回目（総合支所と本庁の関係性）

●10/10 5回目（執務場所）

●10/22 6回目（報告書の記載内容）

●7/31 中間報告 ●11/12 最終報告

●11/5最終報告

●特別職レク（報告）

●人事課と打合せ

●12/22庁議

●区長決裁

●議会報告

●ビジョン決定

全体の策定方針決定

●個別の
策定方針
策定開始

●個別部会での検討開始

●特別職レク
（部課長ヒアリング、職員アンケート）

●10.29 7回目（全体総括、意思決定資料の調整）
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令 和 7 年 7 月 2 5 日
区 役 所 改 革 担 当

N o 意 見 ・ 指 摘 事 項 回 答 ・ 対 応

1
・ 管 理 課 を 廃 止 し 、 庶 務 担 当 機 能 等 、 支 所 に 存 置 す る 業 務 に つ い て は 協 働 推 進 課
が 担 う 認 識 で よ い か 。 （ 街 づ く り 支 援 部 長 ）

・ 認 識 の と お り （ 区 役 所 改 革 担 当 課 長 ）

2

・ 今 回 は ど う い う 趣 旨 の 情 報 提 供 か 。
・ 区 民 の 意 見 は 集 計 中 で 、 地 域 の 団 体 の 意 見 も 聞 き 取 っ て い な い 中 で 、 方 向 性 を
決 め て よ い の か 。
・ ど の よ う な 議 論 で 、 商 店 街 支 援 や 保 護 司 会 を 部 に 一 元 化 す る の か 。 （ 赤 坂 地 区
総 合 支 所 長 ）

・ 現 在 の 検 討 状 況 の ま ま 議 論 が 進 行 す る と 、 概 ね 案 に 示 し た 体 制 と な る た め 、 情 報 提 供
を し た 。 （ 区 役 所 ・ デ ジ タ ル 改 革 担 当 部 長 ）
・ 区 民 向 け の サ ー ビ ス は 維 持 す る こ と を 前 提 と し て い る が 、 例 外 的 な 対 応 が 発 生 す る 部
分 に つ い て は 、 地 域 団 体 等 の 意 見 を 聴 取 す る こ と を 検 討 す る 。 総 合 支 所 で 把 握 し て い る
地 域 の 意 見 に つ い て は 、 各 課 長 会 や 部 会 、 係 長 会 で 聞 き 取 っ て い る 。 （ 区 役 所 改 革 担 当
課 長 ） 障 害 者 に 関 す る 団 体 な ど 、 影 響 の 大 き い 団 体 か ら は 意 見 聴 取 を 考 え て い る 。 （ 区
役 所 ・ デ ジ タ ル 改 革 担 当 部 長 ）
・ 商 店 街 支 援 や 保 護 司 会 を 総 合 支 所 で 取 り 扱 う 必 要 性 は 少 な い と 考 え る 。 事 務 局 機 能 は
支 所 に 存 置 し 、 地 域 と の 関 係 を 保 ち つ つ 、 職 員 ひ と り ひ と り が 主 体 性 を 持 っ て 業 務 に あ
た れ る 体 制 を 検 討 し て い る 。 （ 区 役 所 ・ デ ジ タ ル 改 革 担 当 部 長 ）

3

・ 芝 地 区 総 合 支 所 に お け る 町 会 ・ 自 治 会 担 当 の 位 置 づ け は 。 （ 高 輪 地 区 総 合 支 所
長 ）
・ 芝 地 区 総 合 支 所 の 負 担 が 過 度 に な ら な い か 。 （ 高 輪 地 区 総 合 支 所 長 ）
・ 現 在 、 町 会 ・ 自 治 会 の 在 り 方 （ 仕 組 み や 会 員 、 補 助 金 業 務 に 関 わ る こ と な ど ）
に つ い て 検 討 委 員 会 を 立 ち 上 げ 、 検 討 し て い る 。 他 が 部 に 一 元 化 す る 中 、 逆 行 す
る 動 き と な ら な い か 。 （ 芝 地 区 総 合 支 所 長 ）

・ 現 在 は 地 域 振 興 課 が 所 管 し て い る と こ ろ 、 本 来 、 現 場 の 状 況 や 課 題 を 把 握 し た 上 で 、
実 務 に 即 し た 対 応 が 必 要 で あ る た め 、 現 場 対 応 の あ る 支 所 で 所 管 す る こ と を 検 討 し て い
る 。
・ 改 革 後 は 、 現 在 の 支 所 制 度 と 位 置 づ け が 変 わ る た め 、 従 来 の 支 援 部 と 総 合 支 所 と い う
関 係 の 前 提 は 議 論 に 当 て は ま ら な い 。 業 務 の と り ま と め を す る 課 は 必 要 で あ る た め 、 そ
れ を ど こ の 所 管 に す る の か 、 検 討 し て い る 段 階 で あ る 。 （ 区 役 所 ・ デ ジ タ ル 改 革 担 当 部
長 ）
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・ 「 方 向 性 」 と い う 言 葉 の 整 理 を 行 っ た 上 、 総 括 と 方 向 性 の 関 係 性 と コ ン セ プ ト
を 明 確 に す る べ き 。
・ 「 区 役 所 ・ 支 所 改 革 」 前 の 区 役 所 に 戻 す こ と を 想 定 し て い る の か 。 （ 総 務 部
長 ）

・ 方 向 性 は ５ 月 に 合 意 を 得 て い る 認 識 。 「 方 向 性 」 と い う 言 葉 の 使 い 方 は 注 意 す る 。
（ 区 役 所 ・ デ ジ タ ル 改 革 担 当 部 長 ）
・ 「 区 役 所 ・ 支 所 改 革 」 の 成 果 で あ る 区 民 サ ー ビ ス の ア ク セ ス 性 は 維 持 す る の で 、 戻 る
と い う 趣 旨 で は な い 。 対 面 対 応 を 前 提 に ５ 分 割 し た が 、 ス キ ル 継 承 と 年 齢 構 成 に お け る
課 題 な ど の 現 在 生 じ て い る 課 題 を 正 す た め に 改 革 を 行 う 。 （ 区 役 所 ・ デ ジ タ ル 改 革 担 当
部 長 ）

5
・ 改 革 に 伴 い 工 事 が 発 生 す る 場 合 、 不 調 を 視 野 に 入 れ て ス ケ ジ ュ ー ル を 立 て る べ
き （ 用 地 ・ 施 設 活 用 担 当 部 長 ）

・ 大 き な 改 修 は 現 時 点 で は 考 え て い な い 。 む し ろ 「 職 員 分 の 椅 子 を 用 意 す る 」 「 職 員 は
決 ま っ た 場 所 で 執 務 す る 」 と い う 考 え 方 を 変 え る 必 要 が あ る 。 （ 区 役 所 ・ デ ジ タ ル 改 革
担 当 部 長 ）

6 ・ 支 所 長 の 位 置 づ け は 。 （ 学 校 教 育 部 長 ）
・ 現 在 検 討 中 で は あ る が 、 地 域 と の 関 係 性 を 考 慮 し 、 部 長 級 に 据 え 置 く こ と を 想 定 し て
い る 。 （ 区 役 所 改 革 担 当 課 長 ）

7
・ 金 の 動 き を 踏 ま え て 検 討 し て ほ し い 。 組 織 改 正 が あ る と 予 算 ・ 決 算 に も 影 響 が
出 る た め 意 識 し て 検 討 し て ほ し い 。
・ 会 議 前 に 、 特 に 支 所 長 に は 事 前 に 説 明 に 入 る べ き 。 （ 会 計 管 理 者 ）

・ 承 知 し た 。 （ 区 役 所 改 革 担 当 課 長 ）

　 令 和 ７ 年 度 第 ２ 回 区 役 所 改 革 会 議 　 【 令 和 ７ 年 ７ 月 ２ ５ 日 （ 金 ） 】

「 将 来 に 向 け た 持 続 可 能 な 区 役 所 へ の 改 革 」 の 取 組 の 中 間 報 告 に つ い て



 

第３回区役所改革検討部会 次第 

 

 

日時 令和７年７月 15 日（火）  

午前 10 時から 12 時まで 

場所 区役所４階庁議室 

 

 

＜議題＞ 

 

１ 「将来に向けた持続可能な区役所」に向けた取組のための職員アンケート結

果について 

 

２ 「将来に向けた持続可能な区役所への改革」にかかる各部課長ヒアリングま

とめ 

 

３ 区役所改革検討部会での検討事項のおさらいと進捗の情報共有 

 

４ 「シリーズ４ 協働推進課（関係支援部）」について 

 

５ その他 

 

 

 

≪資料≫ 

資料１ 「将来に向けた持続可能な区役所」に向けた取組のための職員アンケー

ト結果について 

資料２ 「将来に向けた持続可能な区役所への改革」にかかる各部課長ヒアリン

グまとめ 

資料３ 取組の進捗状況表 

資料４ 宿題の要旨 

資料５ 協働推進課業務に伴う令和９年度以降の方向性について（案） 

資料６ 分掌事務（協働推進課）（案） 

参考  「宿題」原文まとめ 

 



1 

 

令和７ 年７ 月１ ５ 日 

 区 役 所 改 革 担 当 

「将来に向けた持続可能な区役所」に向けた取組のための 

職員アンケート結果について 

 

【報告事項】 

「 将来に向けた持続可能な区役所」 に向けた取組のため、 部課長ヒ アリ ング及び職

員アンケート を実施し まし たので、 実施内容及び結果の概要を報告し ます。  

 

１ 実施内容 

一般職員、 任期付職員（ 文書作成用パソ コ ンの I D の頭文字が a または k の方）

を対象に、 令和７ 年５ 月 28 日から 令和７ 年６ 月 13 日までの期間で実施し まし た。 

 

２ 結果 

（１）回答件数 

   1, 028 件 

  ※回答率は、 対象者 2, 180 人に対し て約 47％（ 一部、 該当者以外や複数回答が含

まれている可能性があり ますが、 全件を集計対象と し ています）。  

（２）回答内容 

  ア 「総合支所と支援部の役割や機能で課題に感じていることはありますか？」

への回答 

 

 

 

 

 

 

  イ アで「感じていることがある」を選んだ人のうち、「具体的にはどのようなこ

とが課題だと感じていますか？（複数回答可）」への回答 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※全文は以下の通り  

 「 総合支所と 支援部の役割分担、 責任区分が明確でないも のがあり 、 担当業務に差

が生じ ている。」  

 

 

※ 

資 料 １ 
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  ウ 「あなたは、区役所全体の組織体制を変えていくことについてどのように考

えていますか？」への回答 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  エ 「自由記入欄」への記入 

  （ア）人員体制について 

・ 部署に経験年数の浅い職員が多く 、 業務継承や育成が困難。 育休・ 病休な

ど突発的な事情に対応でき る余裕はなく 、 若手が若手を 育てる構造や、 責

任が集中するこ と で心身に不調をき たすケースも ある。  

・ 異動年限について、「 ５ 年固定は長すぎる」、「 柔軟性がない」、「 ４ ～６ 年な

どの幅を持たせるべき 」「 希望制を導入するべき 」。  

・ 経験や知識の蓄積が異動によっ て失われている。  

・ 異動時の引継ぎが不十分で、 業務の継続性や品質が損なわれている。  
・ 事務処理能力の高い職員に業務が偏り 、 異動時の引継ぎが困難になる。  
・ 異動直後の職員が業務を 把握でき ず、 過重負担による 休職が続いている。

異動日と 実務開始日をずら す、異動前に引継ぎ期間を設けるなどするべき

である。  
・ 支所業務未経験の職員が支援部に配属さ れると 、 現場理解が乏し く 、 支所

と の意思疎通が困難になる。  
・ 保育士や保健師、 土木・ 造園職などの専門職が、 本来の専門性を 活かせな

い業務（ 例： 財務会計、 出納、 事務処理） を担わさ れており 、 専門性の発

揮や人材育成が阻害さ れている。  
 

  （イ）人材確保、離職、職員の力量差、業務量に関する意見 

・ 職員数が業務量に見合っ ておら ず、 常勤職員が不足し ている。 会計年度任

用職員や派遣職員に頼ら ざるを 得ない状況が常態化し ている一方、部署に

よっ ては、 派遣職員では専門業務を担えず、 常勤職員に負担が集中し てい

る。  

・ 保育園や学童ク ラ ブなどで職員数が足り ず、 子ども への対応や安全確保が

困難。 事務業務も 多く 、 保育に専念できない状況。  

・ 制度改正や新規施策により 業務が複雑化し ているが、 専門知識を 持つ職員

が不足し ており 、 対応が困難になっ ている。  

・ 若手職員に業務が集中し 、 育成やフ ォ ロー体制が不十分なため、 精神的・

身体的負担が大き く 、 離職につながっ ている。  

・ 基礎学力や事務処理能力に差があり 、 業務効率に影響し ている。 特定の職

員に業務が偏るこ と で、 組織全体の生産性が下がっ ている。  
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・ 教える側の知識不足や時間的余裕のなさ により 、 OJT が形骸化。 業務の根

拠や背景を理解し ないまま業務を進める職員が増えている。  
・ 人員は増えない一方で、新し い事業が成果検証や終期設定なし に導入さ れ、

不要な業務の廃止が進まず、 業務量が増加し 続けている。 超過勤務や休職

者も 発生し ている。  

・ 専門職が事務業務や兼務に追われ、 本来業務に集中でき ず、 区民への支援

が不十分で支援の質が低下し ている。 中でも 、 保健師は、 本来業務以外の

福祉分野の事務処理（ 例： 受給者証発行） を 担っ ており 、 専門性を活かし

た地域保健活動が十分に行えない。  
・ 職員個々の真面目さ や優秀さ に対し て、 組織が十分に応えら れておら ず、

見栄え重視の施策や人員体制の不備が離職や疲弊につながっ ている。  

 

  （ウ）組織構造に関する意見 

・ 経験者が支所に分散さ れているこ と で、若手職員へのサポート 体制が弱く 、

育成や知識継承が進まない。ミ スや業務停滞の原因と なっ ていると と も に、

知識のある職員に負担が集中し ている。  
・ 支援部・ 支所間で、 業務の重複や連絡の行き 違いが多い上、 ５ 支所間での

調整や確認には時間がかかり 、 迅速な対応が困難になっ ている。  
・ 支所での申請受付や判断業務に５ 倍のマンパワーを 要し 、 非効率。 支所で

なく ても 対応可能な業務は支援部に集約・ 一元化すべき である。  

・ 業務が複数部にまたがり 役割分担が曖昧で、 業務の押し 付け合いや判断の

ばら つき が生じ ており 、区民から のク レ ームや職員の混乱につながると と

も に、 区民サービスや職員の業務効率に悪影響を 与えている。  
・ 複数部署にまたがる業務について、 問題発生時に「 う ちの所管ではない」

と たら い回し になるケースが頻発。  
・ 専門性の高い業務は本庁に集約し 、支所は受付や地域対応に特化するなど、

機能分担の再設計が求めら れている。  
・ 区役所・ 支所改革後に生じ た課題に対し て、 組織的な検証や改善の仕組み

がなく 、 現場の不満が蓄積し ている。  
・ 地域に密着し た対応や迅速な初動対応など、 支所制度の利点も あるため、

完全な廃止ではなく 機能の見直し が望まし い。  
 

（エ）執務環境、組織運営上の仕組みに関する意見 
・ 庁舎の老朽化や空調の不具合、 ネッ ト 接続の不安定さ 、 執務スペースや会

議室・ ロッ カ ーの不足など、日常業務に支障を き たす環境面の課題がある。 
・ 子育て世代や体調に不安のある職員が柔軟に働ける環境が整っ ておら ず、

テレワーク 制度が形骸化し ている。  
・ 理不尽な陳情や長時間拘束に対し 、職員を守る仕組み（ 録音・ 定型文対応・

相談体制など） が不十分で、 精神的負担が大き い。  
・ 重要な判断が現場に委ねら れている 。 ト ッ プが責任を 持っ て意思決定し 、

現場の負担を 軽減する体制が必要。  
・ 運用決定までに多段階の承認が必要で、 法改正などの対応が遅れるこ と が

ある。 契約や事業開始までに時間がかかり 、 社会の変化に追いつけない。 
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・ 電子申請や文書管理の導入が進んでいる一方で、 紙への出力や手作業、 印

鑑や文書保存の慣習が残っ ているこ と が非効率の要因と なっ ている。  
・ 窓口業務で、17 時以降の対応が常態化し ている。 窓口時間の短縮や本庁一

括化、 オンラ イ ン対応の拡充などを提案する。  
・ 保健師が支所と 保健所を往復する体制により 、 業務効率の低下や連携不足

が生じ 、 専門的な予防活動ができ ていない。 受給者証発行など事務的業務

の切り 離し と 、 保健師業務の集約が必要である。  
・ 勤務評定と 昇給の差が小さ く 、努力が報われにく い。上司評価だけでなく 、

部下から の評価制度導入も 求めら れている。  
・ 業務量や成果に見合っ た評価がさ れず、 頑張る職員ほど損を すると いう 認

識が広がっ ている。 イ ンセンティ ブ制度や評価の見直し が必要。  
・ 評価制度の不公平感や役職の兼務、 繁忙期の異動タ イ ミ ングなどが職員の

意欲低下につながっ ている。 育休・ 病休取得者の穴埋めに対する手当など

の制度を整備し てほし い。  
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令和７ 年７ 月１ ５ 日 

区 役 所 改 革 担 当 

「将来に向けた持続可能な区役所への改革」にかかる各部課長ヒアリングまとめ 

１ ヒアリング内容 

（ １ ）「 区役所・ 支所改革」 の総括や現状確認 

・ 改革を 行っ たこ と で良く なっ た点 

・ 改善するべき 点と その理由 

・ 現在、 各部課の職員から 挙がっ ている声 

（ ２ ） 今後の方向性 

（ 10 年、 20 年先の港区の姿がどう なっ ているかを踏まえたう えで）  

・ 本庁＆支所業務の見直し 、 集約＆分散、 指揮命令系統見直し に対し ての意見 

・ 職員の理解を得るためのアイ ディ ア 

 

２ 実施期間 

  令和７ 年５ 月１ ２ 日～令和７ 年６ 月５ 日 

 

３ 実施場所 

  庁議室及び各地区総合支所 

 

４ 実施対象部署 

各地区総合支所 産業・ 地域振興支援部 保健福祉支援部 

みなと 保健所 子ども 家庭支援部 児童相談所 

街づく り 支援部 環境リ サイ ク ル支援部 用地・ 施設活用担当 

防災危機管理室 総務部  

 

５ 主な意見 

（ １ ） 区役所・ 支所改革全般について 

【報告事項】 

平成 18 年度以降取り 組んでき た「 区役所・ 支所改革」 について、 令和７ 年１ ２ 月までに具体的

な改革の内容を 定めた「 将来に向けた持続可能な区役所への改革」 を策定するにあたり 、 各部

署での成果、 現状、 抱えている課題を認識するために部課長を 対象にヒ アリ ングを実施し まし

た。  

・ 総合支所制度を 導入し たこ と で、 地域住民と の距離が近く なっ たこ と は大き な成果だが、 職員

の専門性の低下、 各支所と の個別調整の手間がかかっ ている。  

・ 支援部から 支所に事業等を 依頼する際、 ５ 支所×各職層に説明し なければなら ず、 多大な時間

がかかる。  

・ 支援部と 総合支所の間の指揮命令系統が不明確になっ ており 、 業務の押し 付け合いになっ てい

る。  

資 料 ２ 
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（ ２ ） 各支援部から の意見 

【 保健福祉支援部】  

・ 支所と の関係性が良好でない。 同じ 質問を 各支所から 受けると 、 支援部も 辟易し てし まっ て

いる。  

・ 支援部でも 異動し たての職員も 窓口対応し なければいけないので、 支所から の電話相談に対

応し ている余裕がない。  

・ 支援部に集約化するべき か要検討と いう 意見がある一方、 障害分野については複数人で集ま

り 検討するべき ケースがあるこ と から 、 対応窓口を 一本化し た方が効果・ 効率的であると いう

意見も 職員から でている。  

 

【 みなと 保健所】  

・ 現在保健師は人手の問題も ある中事務職の業務も 行っ ている状況にある。 保健師と し ての本

来業務を遂行し 、 専門職と し ての知見を 生かせるよう な仕組みづく り が重要。  

・ 保健師のニーズは高く なっ ているので、 支所に輪番で勤務し なく ていいのであれば、 高齢者

支援、 保健福祉、 障害、 子ども 家庭センタ ー、 児童相談所など各箇所への適正配置がし やすく

なる。  

 

【 子ども 家庭支援部】  

・ 部内で保育園の運営に意見でき る部署と でき ない部署があり 、 ゆがみが生じ ている。  

・ 子ども 向け施設の維持、 管理、 運営を まと めて取り 扱う 部署を作るのはどう か。  

・ 全園長を 子ども 施設指導係と 兼務さ せてはどう か。  

 

【 児童相談所】  

・ 児童相談所は１ か所の集約体制を維持するべき 。 港区は件数は多く ないも のの、 相談内容が

複雑と いう 特徴があり 、 １ か所に集まっ ているので複数人で検討でき るメ リ ッ ト がある。  

・ 福祉総合窓口で保健師を 一元集約し たが、 支所に行く 負担や業務の増加により 、 職員の負担

が増し ている。 保健師が区民課と 保健所の２ 系統に属し ているため、 命令系統が混乱し 、 児童

相談所と し ても 連携が困難。  

 

【 防災危機管理室】  

・ 地域にと っ て「 防災」 は課題の１ つにすぎないので、 広い意味で地域の課題を 受け止める窓

口は支所には必要。  

・ 帰宅困難者対策について、 災害と 同時多発的に起こ る問題なので、 協議会運営機能と し て支

所に残し てほし い。  

 

【 総務部】  

・ 平成 18 年度の区役所・ 支所改革の際は、 組織と 定数を も と に体制を 検討し ていたので、 人事

課と 密に調整し 、 生成 AI に取っ て代わる業務についても 検討し ても ら いたい。  
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（ ３ ） 各総合支所から の意見 

【 管理課】  

・ 施設運営業務は、 相談があっ た際に現場に早く 行ける以外支所が担当するメ リ ッ ト がない。

専門性が不足し ているこ と も あり 、 庁舎管理以外の業務は支援部に集約し たほう がよい。  

・ 現在管理課長が行っ ている保育士と の自己申告、 勤務評価の実施方法を 検討する必要があ

る。  

 

【 協働推進課】  

・ 町会など地域の方々は、 何でも 相談でき る窓口が近く にあるこ と に安心し ている。  

・ 町会・ 自治会支援に関する業務は切り 離せないが、 専門分野は支援部に集約し たほう がい

い。      

・ 一方で町会・ 自治会と 関係する団体が多岐に渡り あるこ と から 、 専門分野ごと 支援部に集約

するのは逆にやり にく さ を 生み、 得策でない。  

・ 補助金、 募金受付など事務の煩雑さ と 併せてやら さ れている感を 抱いている。  

 

【 まちづく り 課】  

・ 地域から 相談があっ た際、 協働推進課と 方向性を 共有し ていち早く 解決に向けて動く こ と が

でき ている。 ⇒横のつながり の重要性 

・ 支所によっ て業務量、 案件数が大き く 差がある中、 職員数は同じ であるため人員調整が必

要。  

・ 掘削、 占用業務については、 指揮命令系統の一元化が喫緊の課題であるため、 令和８ 年度か

ら 事務分担の整理を行う こ と を検討し ている。  

・ まちづく り 課を 支所に残置する前提と するなら ば、 指揮命令系統は本庁と つなげた上で勤務

場所は支所と 整理し 、 繁忙支所に人を柔軟に動かせるよう にし たい。  

・ まちづく り 課は全支所には必要ないが、 執行権も あり 区民サービスの観点で業務配分も 検討

し ながら 残すべき 。  

 

【 区民課】  

・ 異動し たての職員が専門的な業務を行う のは荷が重い。  

・ 窓口支援員は相談対応の経験を 重ね、 区職員より も スキルが向上し ている。  

・ 区民課は多分野の専門業務を受け持っ ているが、 ５ 支所で決裁内容に差異が生じ ている。  

 

 



回数 日付 決定・確認事項 要検討事項 現状・今後の方向性 日付 会議名称 決定・確認事項 要検討事項 今後の方向性

検討中

部単位（可能であれば課単位）で組織図を作成する。 － 各課における今後の検討に合わせて作成 － － － － －

6/3 昭和電工ビル内覧 長期の貸付は実施しておらず執務室としては使用不可 －

6/26 レイアウト打合せ（保健福祉支援部） 極力R9レイアウトを見据え、R8レイアウト変更は予定通り実施 －

窓口機能は存続させ、区民の利便性は確保する。 支所と各部にまたがる業務の役割分担 各課における今後の検討に合わせて手法を決定 － － － － －

検討中

6/19 部業務に関する打合せ（子ども分野） 支所から現子ども家庭支援部へ業務を再編する内容を確認
現子ども家庭支援部の改革後の組織
図・業務分担表の作成

7/31会議実施

7/4
管理課業務の整理に伴う打合せ（子ども
家庭支援部以外の関係支援部）

業務ごとに原則異論なしを確認 一部の業務に支所存置の可能性あり ー

公の施設の管理を行う部署の確認 ー ー ー ー ー ー

複合施設の所管決定の基準や施設運営方法の整理 ー ー ー ー ー ー

保育士の人事管理方法の整理 ー ー ー ー ー 他区調査

検討中

6/10 保健福祉係長会 現在、専門性不足が課題であると確認
職員の勤務先を本庁とした場合、予約
制やデジタルツールの使用だけでは対
応しきれないケースがある

－

6/19 部業務に関する打合せ（子ども分野） 支所から現子ども家庭支援部へ業務を再編する内容を確認
現子ども家庭支援部の改革後の組織
図・業務分担表の作成

7/31会議実施

6/19 福祉総合窓口に関する打合せ －
職員の勤務先を本庁とするか支所とす
るか

－

7/9 福祉総合窓口に関する打合せ 改革前・改革後のサービス提供体制を確認
分野間における人員配置の調整と連携
方法

－

窓口サービス係の改善するべき点について検討する。 － － － － － － －

検討中

6/20 協働推進係長会

6/27 協働推進課業務の整理に伴う打合せ

7/1 地域事業検討分科会の状況確認 「事業への提案」で検討を進めている事例がある 「課題への提案」で検討を進める方法 7/16会議実施

まちづくり課 － － 所管課で検討中

その他 － － － － － 6/5 区役所改革―人事課間の打合せ 異動年限は当面変更の予定なし ー 検討済

2

部会外の検討の進捗状況

2 6/6

－
本庁に代替する執務場所の確保
代替場所への移動対象とする部・課の選定

おおまかな執務スペース案を作成する。
（可能な限り人員数を算出）

各課における今後の検討に合わせて作成

専門性の確保、指揮命令系統の統一化
と地域との関係をどう両立させるか

7/15区役所改革検討
部会で検討協働推進課 － －

－ － －

原則各部対応では地域の団体との関係性が保てない

取組の進捗状況表

保健福祉、生活福祉係業務は、各部（制度・条例所管）で対応する。 福祉総合窓口の実現方法（職員の配置先など）
各部の最適な職員配置、窓口における対応方法の検
討

組織は廃止する。
現管理課の業務は、原則、各部（制度・条例所管）で対応する。
条例所管部等での実施に馴染まない業務は、再編後の支所組織で対応す
る。

各部（制度・条例所管）に集約する業務の確認

6/6

管理課、各部間で業務を調整

区民課

管理課

全体

部会の検討の進捗状況

1 5/27

資 料 ３



「宿題」の要旨（協働推進課）

課題

（参考）
宿題に記載のもの

・業務が過度に多岐にわたっており、支所で知識やノウハウを蓄積できない。
・支援部で知識が蓄積されておらず、支所職員の意欲との間に温度差もある。
・区民の利便性は向上したが、複数回来庁が必要で、サービスの質に直結していないものがある。
・補助金業務など一部業務について、支所職員が「やらされている感」を持つ場合がある。

職員の意識や質
・窓口業務に対する不満や支援部との連携不足、自発性の欠如。
・専門性の確保や柔軟な人員体制も重要であり、支援部には包容力とコミュニケーション力が求められる。

支所と支援部の連携 ・支所からの改善要望に対し、支援部が自分事として受け止めにくくなっている状況

事務の効率化
・補助金業務は担当部署にこだわらず、職員減少を見据え効率的に分担すべき。
・DX化で来庁不要な手続きは支援部へ移管し、業務の効率化を図るべき。
・デジタルデバイド対策の実績を活かし、窓口業務移管で小さな役所を目指すべき。

職員の疲弊感
・地域に近すぎることが職員の負担増につながっている。
・地域への人的支援や、会議に参加するメンバーの固定化で疲弊感が生じている。

解決策

個別業務にかかる提案

部署 業務

安全環境美化推進協議会
保護司会
老人クラブ
防災資器材の助成
防災備蓄倉庫（地域）の貸付け

地域振興課 区設掲示板の管理・設置業務
商店街関係の補助金事務
区長挨拶文の作成

地域交通課 区民交通傷害保険のとりまとめ
みなとリサイクル清掃事務所 集団回収における実践団体との報告書のやり取りや報奨金支出

みなとタバコルール推進（指定喫煙場所の確保、維持管理）
環境改善（カラス、ハクビシン）
公害防止指導（苦情対応）
青色防犯パトロールの契約や事業者の選定事務（プロポーザル方式）
落書き消去対策
小災害見舞金
防犯協会補助金
地域防災計画
家具転倒防止取付け支援などのPR
防災マップの作成
総合防災訓練（地域）
防災備蓄倉庫の管理
年末の区長（総合支所長）の激励
ポンプ操法大会や親睦事業への協力
訓練場所確保の調整
地域防災協議会との避難所開設運営に関わる業務

保健所 動物の愛護・管理（苦情対応、去勢・避妊助成金）
「集積所」はみなとリサイクル
清掃事務所、「区道上」は区道
を管理する部署

ごみの苦情対応

防災協議会 ※「事務局を防災課」「アドバイザー、協議会委員としての団体支援を協働推進課」などの案あり
町会・自治会の防災訓練
たばこの苦情対応（現場急行）※どの部署でもすぐに向かう
家具転倒防止助成
防災ラジオの配布
防災アドバイザー派遣

その他

地域コンシェルジュについて

・相談を部に流すだけでは職員の意欲が高まらない。
・配置するなら、区政を広く理解し課題提案できる職員が担うべき。
・地域住民は形式的な窓口より、実働で関わる職員との関係を求めている。
・地域の声を繋ぐだけなら設置不要。
・配置するなら、丸投げ防止のため、実働部隊とのローテーションが必要。
・「町会・自治会業務」の業務量は少ないので、それのみを残す意義が小さいのでは。

部との役割分担

・福祉・保育とは異なる対応が必要で、町会等が変化を感じない配慮が求められる。
・防災・環境分野の判断が支所任せになっており、支援部主体の体制が望ましい。
・地域との関係性を維持するか、人員集中で縮小するかで整理方針が変わる。
・地域団体支援は町会等と重なり、安易な業務移管は信頼関係の崩壊につながる。

地域事業について
・効果が低い地域事業、地区版計画書や区民参画組織の見直し、廃止を検討するべき。
・地域団体が事業主体となり、支所が予算管理する体制への見直しで職員負担軽減を図ってはどうか。
・全庁的に発展可能なものか、支所単独でなく庁内で検討すべき。

要検討

協働推進課

産業振興課

環境課

生活安全担当

防災課

資 料 ４



協働推進課業務における令和９年度以降の方向性について （案）

協働推進課 協働推進係

地区政策担当

現行の組織機構図

今後の組織機構図

○協働推進課業務は、各部（制度・条例所管）で対応

（地域の団体に関わることは除く）

⇒責任・権限の明確化、知識・ノウハウの継承を実現

業務について

〇現在、支所窓口で受付している申請業務等の役割

分担

要検討事項

※庁舎管理業務など現管理課の支所存置業務対応含む

○地域事業は、各地区特有の課題に起因するものを

協働推進課、それ以外を各部（制度・条例所管）で対応

⇒効率的な運営を実現

業務担当部

「資料６ _分掌事務（協働推進課）（案）」のとおり

※窓口への問合せ、案内は「窓口がある以上、当然行う業

務」という位置づけ

〇分野・業務ごとの担当部署の検討

協働推進課 協働推進係※

地区政策担当

（芝支所のみ）
町会・自治会担当

資 料 ５
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事務分掌（協働推進課）（案） 

 
     引継ぎ課（ 案）  

業務 

（ 仮）  

支所部 

産業・  

地域振興部 

保健 

福祉部 

子ども  

家庭部 

環境 

リ サイ ク ル部 

防災部 みなと  

保健所 

街づく り 部 

地域全体に関わること  
地域団体と の調整 〇        

地域振興に関わること  
町会・ 自治会活動支援 〇        
各種補助金 〇        
各地区町会連合会 〇        
港区保護司会活動支援 〇分区活動支援  〇保護司会      
老人ク ラ ブ 助成 〇申請補助  〇      
母の会支援   〇      
商店街支援  〇       

地域防災に関わること  
総合防災訓練 〇     〇   
帰宅困難者対策 〇事務局     〇   
地域防災協議会 〇事務局     〇   
地域防災協議会補助金対応 〇申請補助     〇   

生活安全に関わること  
各地区安全環境美化推進協議会 〇事務局    〇 〇   
住まいの防犯対策助成事業      〇   
共同住宅防犯対策助成      〇   
防犯カ メ ラ 補助金 〇町会対応     〇   
防犯協会補助金      〇   

環境美化に関わること  
ク リ ーン キャ ン ペーン  〇    〇    
喫煙所整備     〇    
路上喫煙等にかかる 陳情対応     〇    

資 料 ６ 
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     引継ぎ課（ 案）  

業務 

（ 仮）  

支所部 
産業・  

地域振興部 
保健 

福祉部 

子ども  

家庭部 
環境 

リ サイ ク ル部 
防災部 みなと  

保健所 

街づく り 部 

公害苦情に関わること  
カ ラ ス相談     〇    

公害防止指導     〇    

動物愛護に関わること  
猫の去勢・ 不妊手術費用助成       〇  
地域猫、 犬の相談       〇  
ハク ビ シン 、 アラ イ グマ等相談      〇    

リサイクルに関わること  
リ サイ ク ル団体助成     〇    

青少年対策地区委員会に関わること  
地区委員会活動支援 〇   〇キャ ン プ村     

地区委員会補助金対応 〇申請補助   〇     

その他  
区設掲示板管理 〇        
区民交通傷害保険 〇受付       〇保険対応 
災害見舞金支給  〇       
地域事業         

※現行の地域事業については、提言内容を 検討の結果、支所の業務範囲と 判断さ れたも のは、その必要性を 踏まえ実施可否を 支所で判断。

防災や環境など、 支所で担当し ない事業については、 整理統合し つつ、 その必要性を踏まえて各部で実施可否を 判断。  

※防災ラ ジオ、家具転倒防止器具、各種補助金などの申請については、引継ぎ課がある場合も 引き 続き支所でも 書類収受するこ と と する。  



「宿題」原文まとめ（協働推進課）

課題

項目 課題

職員の意識・ 質の問題

・ 窓口での申請受付業務は、 現に「 やら さ れている 感」 を 持っ ている職員がおり 、 こ れに対する支援部から のフ ォ ロ ーが少ないこ と に不満を 持つ職員が多い。 本来であれば、 事業目的を 自ら 理解し 、 自発的に学ぶ姿勢が必要だ
が、 長年の支所と 支援部の関係から 、 支援部に責任を押し 付ける 傾向にある 。 特に新人職員は、 職場の風土に流さ れる 傾向にある 。 支援部で政策形成等の業務を 担当し た職員は、 自発的に課題解決に取り 組む意欲がある 。
・ 課題については、 専門性の確保と 職員一人一人の質が課題です。
・ 本庁（ 支援部） と し て、 支所と 連携でき るコ ミ ュ ニケーショ ン 力、 問題を 解消でき る包容力が不可欠と 思っ ています。 人員体制については、 柔軟に増減でき る 仕組みがある と よ いと 考える 。

支所と 支援部の連携
・ 支所側から 対応についての改善要望や提案を 支援部に上げる が、 支援部が自分事と し て捉えるこ と が難し く なっ ている
例： たばこ 苦情対応はプ レート 設置と 路面シール貼り ができ る が、 犬のフ ン 対応はプ レート 設置し かない。 プレ ート を 貼る 場所がないこ と も 多いため、 路面シールを 作成し てほし いと いう 要望を 上げても 回答がある わけでも な
く 、 音沙汰無し 。 何かし ら の反応がほし い。

事務の効率化
・ 補助金などの事務的な業務については、 「 支所が担当すべき か」 「 支援部が担当すべき か」 と いっ た視点で仕分ける のではなく 、 今後の職員数の減少などを 見据え、 効率性を 重視し た業務分担を進める こ と が重要です。
・ Ｄ Ｘ 化に伴い来庁せずに手続き が可能と なっ たも の（ 窓口と 併用し ている も の含む） は職員数の減少を 見据える と 支援部へ移管が良いのではないかと 思います。 デジタ ルデバイ ド 対策はコ ロ ナ禍から ５ 年近く 様々な部署で実施
し ている こ と から 、 こ れを機に窓口移管を 積極的に進め小さ な役所を目指すべき ではないでし ょ う か。

職員の疲弊感
・ 地域に近いこ と は、 メ リ ッ ト でも あり 、 近すぎる ためのデメ リ ッ ト にも なっ ている 。 見直す時期に来ている 。 また、 お金だけじ ゃ なく 、 人的支援のと こ ろ も 求めら れ、 職員には疲弊感がある のではないか、 地域の方が集まる 会
議のメ ン バーは同じ 人がメ ン バーと なっ ており 、 地域の人（ 高齢化も 進んでいる ） も 負担に感じ ていないか。

※部署名が入っ ている も のは適宜編集

解決策

項目 解決策

個別業務にかかる 提案
（ その他）

・ 区立南桜公園管理棟の使用に係る予約受付は、 今後ど う なる のか。
　 ※区立南桜公園管理棟と は　 ⇒　 区立南桜公園内にある 建物で、 建物自体の管理はまち づく り 課が行っ ていまし たが、 使用に係る 予約受付は協働推進課が行っ ていまし た。
　 →区立南桜公園を 管理する 部署が一元的に行う 。
・ 現在、 放置物撤去・ 運搬等業務委託は芝支所で契約を 行っ ている が、 今後どう なる のか。
　 ※放置物撤去・ 運搬等業務委託と は　 ⇒　 防災訓練、 ク リ ーン キャ ン ペーン等協働推進課が地域で活動する 際の物品等を 運搬する ため、 運送会社と 委託契約を 結んでいます。
　 →所管課が多岐になる ため、 ど こ に移管する か解決策が見出せない。
・ ベイ エリ ア活性化推進担当については、 水辺を向いたまち づく り を全庁的に進める のであれば、 どこ か支援部に置く 検討を し ても ら いたい。

個別業務に係る提案
（ 産業・ 地域振興関係）

・ 区設掲示板の管理及び設置等は今後どう なる のか。
　 →地域振興課に移管する。
・ 安全美化協議会、 保護司会、 老人ク ラ ブ など は町会自治会と 同一で地域の団体支援と いう 観点から 協働推進課へ残すこ と で良いと 思います。
・ 商店街関係の補助金事務は全て産業振興課。 商店街補助金は都補助も 入り 、 その都補助の要件が細かい・ 厳し い（ 都の監査も ある ） ため、 申請書類のチェ ッ ク などの事務は、 産業振興課で一体的に行っ ている。
支所は、 祭り ・ イ ベント の区長挨拶文の作成、 当日の区長アテン ド が役割だが、 こ の業務が支所から 無く なる のであれば、 産業振興にも 人員の振り 分けが必要

個別業務に係る提案
（ 保健所）

・ 動物の愛護・ 管理（ 苦情対応、 去勢・ 避妊助成金） は、 協働推進課がする メ リ ッ ト は初動が早いと いう こ と のみ。

個別業務に係る提案
（ 環境関係）

・ 集団回収における 実践団体と の報告書のやり 取り や報奨金支出は、 今後ど う なるのか。
　 →みなと リ サイ ク ル清掃事務所に移管する。
・ ごみの苦情対応は今後どう なる のか。
　 ※ごみの苦情対応について　 ⇒　 現在、 ごみが散乱し ている 等の苦情が協働推進課に入っ た場合、 協働推進課職員が現場を 確認し 、 区の集積所であれば「 みなと リ サイ ク ル清掃事務所が片付け」 、 業者収集の集積所であれば
「 協働推進課が管理者に苦情内容伝える」 、 区道であれば「 まち づく り 課が片付け」 をし ています。
　 →業者収集の集積所を 含め、 「 集積所」 であればみなと リ サイ ク ル清掃事務所が対応する。 区道上であれば、 区道を 管理する 部署が対応する。
・ みなと タ バコ ルール推進（ 指定喫煙場所の確保、 維持管理） 、 環境改善（ カ ラ ス、 ハク ビシン） 、 公害防止指導（ 苦情対応） は、 協働推進課がする メ リ ッ ト は初動が早いと いう こ と のみ。
・ タ バコ 関係の業務については、 苦情対応と し て現場へ急行する 際、 距離が近いと いう メ リ ッ ト はある も のの、 支所から 業務を 無く し ても 影響は極めて小さ い。 たばこ ルールの普及啓発、 苦情対応、 カ ラ スやハク ビ シン 、 騒音苦
情への対応など は、 現場への物理的な距離が近く 、 すぐ に駆け付けら れる（ その場で解決に至ら なく ても ） と いっ た利点はあり ます。 本庁に引き 上げても 問題はあり ませんが、 こ う し た「 すぐ やる課」 的な業務は、 機動力が勝負
なので、 即日、 現場に赴けないよ う な場合、 サービ ス低下と 言われかねません。 その点は、 引き 上げた場合にも 確保し ておく 必要があり ます。

地域コ ン シェ ルジュ につ
いて

・ 地域コ ン シェ ルジュ 機能は現在の協働推進課の「 なんでも 相談を 受け付ける」 姿勢を引き 継ぐ こ と になる ため、 賛成する 。 ただ、 地域から の相談を 部に流すだけだと 、 職員のモチベーショ ン が高ま ら ない。 特に職務経験のない
職員の場合は、 その傾向が強く なると 考える。 こ のため、 地域コ ン シェ ルジュ には、 区政を幅広く 理解し 、 自発的に課題解決を 提案でき る能力のある 職員を 配置すべき と 考える 。
・ 町会や自治会の方々が求めているのは、 コ ン シェ ルジュ のよ う な形式的な「 相談窓口」 ではなく 、 パト ロ ールや清掃などを 通じ て地域のために汗を 流し 、 共に街を 見守っ てく れる 職員と の実質的な関わり です。
・ 地域コ ン シェ ルジュ については、 地域から の声を 担当課に繋げる のみにするのであれば、 支援部に対し 、 明確にし てほし い。 繋げる のみと いう のであれば、 設置不要と も 思います。
・ 「 （ 仮称） 地域コ ンシェ ルジュ 機能」 は賛成ですが、 声だけ聴いて、 丸投げと なる 懸念があり ま すので、 最後まで対応する 、 無責任な引き 受けを 行わない、 と いう 視点から コ ン シェ ルジュ と 実働部隊を ローテーショ ン でき る よ
う な仕組みを作る必要がある と 思いま す。
・ 現在は、 町会・ 自治会、 防災関係、 安美協、 タ バコ ルール関係などを 各地区で担う こ と に基づく 人員配置のはず（ 各地区10人ほど ） 。
　 こ のう ち 、 支所に残る のが町会・ 自治会の業務のみと なる と 、 「 各地区の人員は大幅減、 本庁の各業務の所管課に振り 分ける 。 例） 各地区の防災担当職員２ ～３ 人が防災課に、 安美協関係の担当２ ～３ 人が環境課に　 等」 、
「 各地区の安美協（ 会議、 ク リ ーンキャ ン ペーン等） 、 各防災協議会（ 会議・ 打合せや訓練） は、 本庁の所管課（ 実際の執務室はと も かく ） から 担当職員が出席する 」 と いう 姿を （ 勝手に） 前提にすると 、 町会・ 自治会を 中心
に、 地域の人と 密な関係を構築し ながら 幅広い業務を行っ ている のが協働推進課で、 「 町会・ 自治会業務」 自体はそれほど大き く ない（ 補助金の処理、 祭り ） 。 町会等から 様々な話があり 、 それを庁内の担当部署につなげている
（ ＝新設の地域コ ン シェ ルジュ は同様のイ メ ージ？） 。 「 町会・ 自治会業務」 だけ残す意義が小さ いのでは。
・ 解決策： 地域の方々が関わっ ている 業務はそのま ま協働推進課で持つ。

部と の役割分担

・ 福祉や保育の相談窓口と は対応の在り 方が異なる ため、 町会・ 自治会の方々が大き な変化を 感じ る こ と のないよ う 配慮し つつ、 防災や環境分野に関する 基本的な方針や判断が各支所に任さ れすぎている 現状を見直し 、 支援部が
主体的に担う 体制へと 再構築する こ と が望まれます。
・ 総合支所制度で培われた地域と の密接な関係性を 最大限継続する のか、 それと も 今後、 職員数が逓減し ていく 中で基幹事務と し ての区役所サービ スの持続性を 重視し 人員を 集中配置する ため、 ハレ ーショ ン 覚悟で地域と の関係
性を ある 程度縮小するのか、 最終的にはど ちら を選択する か次第で整理内容は変わっ てく るかと 思いますが…。
・ 地域と の関係性について
課題： 地域振興、 環境美化、 防災、 生活安全、 地域団体支援（ 青少年対策地区委員会、 保護司、 民生・ 児童委員など、 地域では町会・ 自治会及び商店街の方々が関わっ ている 。 町会・ 自治会支援だけで信頼関係を 構築し ている わ
けではないこ と 、 同じ 方々から 様々な分野での課題共有・ 解決を 行っ ている ため、 安易に支援部に業務を 移管する こ と は地域と の関係性を崩し てし まう こ と になり かねない。

地域事業について

・ 現行の地域事業については、 こ れま での地区版計画書改定時と 異なる こ と を前提に、 見直し ・ 廃止を 検討し たい。
・ 今回の検討に合わせて、 効果が低い地域事業については廃止を し たい。
・ 地域事業を協働推進課に残す場合は、 人員算定を 地域事業の事務量を 踏ま えた算出をし てほし い。
・ 地域事業については、 縮小や廃止だけでなく 、 全庁的に発展さ せても 良いも のがあると する なら ば、 各支所だけの判断ではなく 、 検討する 場を 設けてほし い。
・ 地域事業など の実施は、 実施主体を 地域団体と し 、 予算は支所が持ち 、 補助金と し て地域の活動団体へ支出などの見直し が必要。
・ ＜見直し の効果＞
　 職員の負担軽減: 地域事業の実施主体が地域団体に移行する こ と で、 職員の負担が軽減さ れます。 職員は、 予算の管理や補助金の交付と いっ た事務的な業務に集中でき ます。
　 地域主体の活性化（ 町会のみなら ず在勤、 企業団体） : 地域団体が主体的に事業を 企画・ 運営する こ と で、 地域主体の活性化が期待でき ま す。 地域住民の主体性を 高め、 地域への愛着や参加意識を高める 効果も 期待でき ます。
　 柔軟な対応: 地域団体は、 地域のニーズに柔軟に対応でき る ため、 よ り 効果的な事業の実施が期待でき ます。
　 ＜見直し の懸念材料＞
　 地域団体の能力: 全ての地域団体が、 事業を 企画・ 運営する 能力を 持っ ている と は限ら ない。
　 予算管理: 支所が予算を 管理する 立場と なる ため、 予算の効率的な執行と 、 地域団体への補助金の交付基準を 明確にし 、 適切な管理体制を 構築する 必要がある。
　 連携不足: 支所と 地域団体の連携が不足する と 、 事業の円滑な実施が難し く なる ため、 定期的な情報交換や意見交換を 通し て、 連携を 強化する 必要があり ま す。 （ コ ン シェ ルジュ 機能？）
　 その他: お金の管理だけでは、 面白みがなく なる 。
・ 地区版計画書は廃止で良い　 →　 各地区の区民参画組織も 廃止
・ 地域事業は継続するも の/廃止する も のを 整理
・ 高輪地区で担っ ている 「 チャ レ ンジコ ミ ュ ニティ 大学、 チャ レ ン ジコ ミ ュ ニテ ィ ク ラ ブ 」 の事業は、 高齢者のいき がい支援、 地域のリ ーダー育成を 目的と し ています。 港区全域を 対象にし ているこ と から 、 本庁で担う べき も の
と 思います。
・ 地域情報誌や地域事業は、 参加する メ ン バーが固定化し 、 行き 詰っ てき ている も のも あると 思われます。 こ のタ イ ミ ン グで精査（ 事業によ っ ては役割を 終えたも のと し て終了する ） も 検討すべき と 思います。

その他 ・ 難し いと は思いま すが、 土日の出勤（ 連続出勤） や夜間の飲酒についても こ れを機にご検討いただければと 思います。

※一部編集済

個別業務に係る 提案
（ 防災・ 生活安全関係）

・ 現在、 区民交通傷害保険のと り まと め（ ５ 支所分） を 芝支所で行っ ている が、 今後どう なる のか。
　 →地域交通課に移管するか、 区民交通傷害保険自体を 区の事業から 手を引く 。
・ 現在、 青色防犯パト ロ ールの契約や事業者の選定事務（ プロ ポーザル方式） は芝支所で行っ ている が、 今後どう なる のか。
　 →防災課生活安全担当に移管する。
・ 落書き 消去対策は、 今後ど う なるのか。
　 ※令和7年度から 新橋繁華街対策の一環と し て、 場所を 特定し たう えで、 委託事業で「 落書き 消去」 を 行う のと 、 壁等に落書き を さ せない「 落書き 防止」 を 行っ ています。 こ の事業を含めて、 今後ど う するかが課題と なり ま
す。
　 →防災課生活安全担当に移管する。
・ 小災害見舞金は、 今後どう なる のか。
　 →防災課？に移管する 。
・ 防災協議会等の防災課業務は地域防災計画など専門性が高く 、 安全安心に直結する 業務のため防災課が所管を する のが良いと 思います。 ただし 防災協議会も 町会長が担っ ている こ と が多いこ と から 地域の団体支援と いう 観点で
協働推進課が関わる こ と も 必要と 考えます。 事務局は防災課が担い協働推進課はアド バイ ザーか協議会委員（ 立場の名称は各協議会で異なる ） と いっ た協議会の一員と いう 立場で関わる のが良いのではないかと 思います。
・ 災害見舞金、 防犯協会補助金等は、 協働推進課がする メ リ ッ ト は初動が早いと いう こ と のみ。
ただし 、 家具転倒防止助成や防災ラ ジオの配布、 防災アド バイ ザー派遣など 、 防災に関するこ と はDX化にそぐ わない層が一定数存在する 中、 区民サービ ス低下に繋がら ないよ う 慎重な整理が必要。
・ 防災については、 町会・ 自治会の訓練は、 「 町会・ 自治会」 業務と し て支所に残る のか整理が必要です。
・ 地域防災協議会については、 支援部が所管するのか整理が必要です。
・ 防災協議会、 安美協は町会・ 自治会と ほぼ同じ 顔。 町会と 関係を 構築し 、 それをベースに安美協や防災も 円滑に進めら れている 。 支所内の防災、 安美協の担当者が別でも 、 同じ 身近な協働推進課の職員と いう 気安さ が地域の側
にはある はず。 物理的にも 心理的にも 距離の近い支所の職員ではなく 、 それぞれの所管課から 職員が出席する 形になる のは、 地域と の関係に影響し ないか。 （ 業務レ ベルと し ては小さ いが、 老人ク ラ ブや資源回収も 同様）
・ 地域防災協議会、 生活安全・ 環境美化協議会は町会・ 自治会と ほぼ同じ メ ンバーになり 、 町会・ 自治会と の関係がベースです。 東日本大震災や、 令和６ 年能登半島地震、 そし て近年、 激甚化する風水害も あり 、 防災について
は、 地域の方は非常に熱い想いがあり ます。 （ 命にかかわる ため、 自分たち のま ちは自分たち で守る と いっ たこ と に非常に熱心です。 ） 以下、 総合支所庶務規程における 、 防災の事務も 列挙し てみま すが、 特に防災住民組織、 そ
し て地域防災協議会が運営を 担う 区民避難所の業務については、 地域に身近な総合支所にて担っ ていっ た方が良いと 思います。
・ ア　 港区総合支所処務規程から
　 港区総合支所処務規程では、 協働推進課の分掌事務と し て、 防災関係では次のよう なも のがあげら れています。
　 七　 防災知識の普及啓発に関するこ と 。
　 八　 防災住民組織の育成に関するこ と 。
　 九　 地域防災訓練に関する こ と 。
　 十　 防災施設の整備に係る 調整及び連絡に関する こ と 。
　 十一　 消防団に関する こ と 。
・ 「 七　 防災知識の普及啓発に関する こ と 」 は、 たと えば、 家具転倒防止器具等の助成、 取付け支援などのＰ Ｒ や防災マッ プの作成などになると 思いますが、 特に支所で行わなく ても 良いと 思います。
・ 「 八　 防災住民組織の育成に関する こ と 」 ですが、 防災住民組織は、 震災から 地域を守るために町会・ 自治会を 母体と し て、 住民が自主的に結成し 、 組織規約及び防災計画書を 添えて防災住民組織結成報告書を 区へ提出し てい
る 組織のこ と で、 区では、 こ う し た組織に対し て、 防災資器材の助成や、 防災備蓄倉庫（ 地域） の貸付けなどを 行っ ています。 （ 〇〇町会防災部と いっ たも ので、 230団体ほどあるはずです。 ） 町会・ 自治会と の関わり と ほぼ同
じ なので、 支所でそのま ま行っ た方が良いも のと 思いま す。
・ 「 九　 地域防災訓練に関するこ と 」 についてですが、 港区では、 総合支所を中心に５ 地区７ 会場（ 芝浦港南は３ 会場） で総合防災訓練（ 地域） を 行っ ています。 町会・ 自治会を 中心に学校など へ集まり 、 消火訓練、 煙ハウス体
験などを すると いっ たも のですが訓練内容はマンネリ 化し つつあり 、 見直し 、 充実の質問が、 議会から も 出ています。 年に１ 回、 区民に防災対策の重要性を 認識し ても ら う と いっ た意味では、 大事な訓練ですが、 広報紙し か普及
啓発の手段がなかっ た時代と 違い、 イ ンタ ーネッ ト など で様々な啓発ができ るよ う になっ ていう こ と を 踏まえる と 、 こ こ までの回数を 実施する必要はないと 思います。 さ ら には、 最新の都の首都直下地震等における 被害想定で
も 、 建物の倒壊など の想定は減っ てき ており 、 区でも 在宅避難を 推奨し ています。 その意味では、 町会・ 自治会揃っ て学校へ避難し てく る今の訓練は、 どう なのかと いっ た質問も 議会から 出さ れており 、 回数、 内容と も にこ のタ
イ ミ ン グで見直し 、 総合支所ではなく 、 本庁の部で（ 回数を 絞っ て） 実施し たほう が良いと 思いま す。
・ 「 十　 防災施設の整備に係る調整及び連絡に関するこ と 」 は、 防災備蓄倉庫の管理く ら いし か、 特に支所で現在、 担っ ている 業務内容が思い浮かばず、 特に支所で行わなく ても 良いと 思います。
・ 「 十一　 消防団に関するこ と 」 は、 年末の区長（ 総合支所長） の激励のほかは、 防災課が行う ポン プ操法大会や親睦事業への協力、 訓練場所確保の調整などく ら いし か浮かばず、 特に支所で行わなく ても 良いと 思います。
・ イ 　 港区地域防災計画から
　 大き な地震が発生し た時、 災害発生後、 港区災害対策本部は開設する 区民避難所（ 地域防災拠点） を 指定し 、 各災対地区本部に対し 、 開設を要請し ます。 支所の職員が学校等の避難所の安全を 確認し 、 鍵を あけて開設する と
いっ た流れが基本になり 、 地域防災協議会を中心と し た区民によ る 避難所運営組織が主体的に運営する こ と になっ ています。 区民避難所（ 地域防災拠点） には、 １ か所あたり ２ ～５ 人程度の支所の職員が配置さ れ、 地域防災協議
会を 中心と し た区民と 一緒に運営をし ていき ま す。 こ の地域防災協議会は、 町会・ 自治会のメ ンバーと 一緒になり ます。 災害発生時に、 地域の支所の職員が速やか避難所を 開設し 、 地域の人と 一緒になっ て避難所を 円滑に運営す
る と いっ た意味では、 こ の避難所開設・ 運営に関わる業務（ 日常的な訓練なども 含む） は、 支所で担っ たほう が良いと 思います。 台風、 大雪と いっ た風水害の場合は、 管理課が自主避難施設を 開設し 、 運営するこ と になり ます。
（ 協働推進課、 区民課も 応援） 台風の場合、 各地区１ か所ずつ、 自主避難施設を 開設し ていま すが、 １ 、 ２ 名程度ずつし か避難はない実態です。 ただし 、 台風によ り 大雨が続き 、 土砂災害の高齢者等避難など が発令さ れ、 自主避
難施設と し ていた施設を 区民避難所（ 地域防災拠点） に移行する こ と も あり 、 その場合、 開設期間が短期間である 場合は、 支所の職員のみで運営に当たる よ う にし ています。 （ 長引く 場合は、 地域の人と 共同で運営） 管理課が廃
止さ れる こ と を 想定する と 、 こ う し た風水害への対応を どこ がやる かと いっ たこ と も 考えておく 必要があり ますが、 地震同様ですので、 避難所開設・ 運営に関わる 業務（ 日常的な訓練なども 含む） は、 支所（ 新・ 協働推進課） で
担っ たほう が良いと 思います。
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議 題  

１  「 将 来 に 向 け た 持 続 可 能 な 区 役 所 」 に 向 け た 取 組 の た め の 職 員 ア ン ケ ー ト 結 果 に つ い

て  

２  「 将 来 に 向 け た 持 続 可 能 な 区 役 所 へ の 改 革 」 に か か る 各 部 課 長 ヒ ア リ ン グ ま と め  

３  区 役 所 改 革 検 討 部 会 で の 検 討 事 項 の お さ ら い と 進 捗 の 情 報 共 有  

４  「 シ リ ー ズ ４  協 働 推 進 課 （ 関 係 支 援 部 ）」 に つ い て  

出 席 者  

野 上 区 役 所 ・ デ ジ タ ル 改 革 担 当 部 長 、 星 川 区 役 所 改 革 担 当 課 長 、 大 久 保 芝 ・ ま ち づ く り 課

長 、 島 田 芝 ・ 区 民 課 長 、 鳥 居 麻 布 ・ 管 理 課 長 、 本 城 高 輪 ・ 協 働 推 進 課 長 、 香 月 芝 浦 港 南 ・

ま ち づ く り 課 長 、 寺 戸 観 光 政 策 担 当 課 長 、 白 石 高 齢 者 支 援 課 長 、 宮 本 障 害 者 福 祉 課 長 、 北

野 澤 健 康 推 進 課 長 （ 地 域 医 療 連 携 担 当 課 長 ）、 西 川 子 ど も 政 策 課 長 、 相 川 企 画 課 長 、 多 田 デ

ジ タ ル 改 革 担 当 課 長 （ 新 技 術 活 用 担 当 課 長 ）、 小 坂 人 権 ・ 男 女 平 等 参 画 担 当 課 長 、 土 井 人 事

課 長 、 中 林 生 涯 学 習 ス ポ ー ツ 推 進 課 長  

欠 席 ：  な し  

資 料  

資 料 １  「 将 来 に 向 け た 持 続 可 能 な 区 役 所 」 に 向 け た 取 組 の た め の 職 員 ア ン ケ ー ト 結 果 に

つ い て  

資 料 ２  「 将 来 に 向 け た 持 続 可 能 な 区 役 所 へ の 改 革 」 に か か る 各 部 課 長 ヒ ア リ ン グ ま と め  

資 料 ３  取 組 の 進 捗 状 況 表  

資 料 ４  宿 題 の 要 旨  

資 料 ５  協 働 推 進 課 業 務 に 伴 う 令 和 ９ 年 度 以 降 の 方 向 性 に つ い て （ 案 ）  

資 料 ６  分 掌 事 務 （ 協 働 推 進 課 ）（ 案 ）  

参 考  「 宿 題 」 原 文 ま と め  

要 旨  

・ 基 本 的 に 部 に 集 約 と し て い る 中 、 事 務 局 （ 支 所 ） と 部 で 切 り 分 け て い る 事 業 に つ い て は

業 務 分 担 を 明 確 に 整 理 し た 方 が よ い 。  

・ 支 所 に よ っ て 地 域 事 業 の 数 が 異 な れ ば 、協 働 推 進 課 の 定 員 数 も 疎 ら に な る 可 能 性 が あ る 。 

・ 部 に 集 約 し た 際 の 子 ど も 部 や 保 健 部 の 負 担 が 大 き く な る 恐 れ が あ る た め 、 ひ ず み が 生 じ

な い よ う 執 行 体 制 も 含 め て 調 整 す る 必 要 が あ る 。  

・ 仕 組 み と し て は 集 約 す る こ と が で き る と 思 う 。 引 き 続 き 支 所 で や る こ と が 効 率 的 な の か

と い う 観 点 は 持 っ て お い た 方 が い い 。  

・ 地 区 版 計 画 書 策 定 業 務 が な く な る こ と に 伴 う 地 区 政 策 担 当 係 長 残 置 の 有 無 に 関 し て は 、

地 域 事 業 等 を 協 働 推 進 係 長 1 名 に 担 っ て も ら う か 、 副 係 長 を 設 置 す る か 今 後 検 討 が 必

要 。  

・ 執 務 ス ペ ー ス に つ い て 、 テ レ ワ ー ク 端 末 の 活 用 や サ テ ラ イ ト オ フ ィ ス の 利 用 な ど 庁 内 文

化 と し て 根 付 く こ と が 理 想 。  
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主 な や り と り  

〇 部 と の 業 務 分 担 に つ い て  

元 々 の 課 題 で あ る 業 務 の 押 し 付 け 合 い の こ と を 踏 ま え る と 、 事 務 局 （ 支 所 ） と 部 に 切  

り 分 け て い る 事 業 は 明 確 に 整 理 し た ほ う が い い 。  

〇 地 域 事 業 に つ い て  

・ 区 民 参 画 組 織 は 町 会 ・ 自 治 会 と は 別 の 母 体 な の で 、 整 理 し た 方 が い い 。  

・ 町 会 ・ 自 治 会 が 関 わ っ て い る 事 業 に つ い て は 、 地 域 限 定 に せ ざ る を 得 な い と い う 話 に も

な っ て い る 。  

・ 支 所 に よ っ て 地 域 事 業 の 数 が 異 な れ ば 、 協 働 推 進 課 の 定 員 数 も 疎 ら に な る 可 能 性 が あ る

の で 、 今 後 調 整 が 必 要 。  

〇 執 行 体 制 に つ い て  

・ 総 合 支 所 長 は 引 き 続 き 部 長 級 と し て 残 置 す る 予 定 。  

・ 支 所 部 と し て の 体 裁 に 濃 淡 が 出 る よ う な 気 が し て お り 、 子 ど も 部 や 保 健 部 は 相 当 重 く な

る と 思 う 。 ひ ず み が 生 じ な い よ う 執 行 体 制 も 含 め て 調 整 す る 必 要 が あ る 。  

・ 区 民 の サ ー ビ ス レ ベ ル を 確 保 す る と い う 前 提 が あ る 中 で 、 サ ー ビ ス を 維 持 す る た め の パ

タ ー ン が 数 個 見 え て き て い る と 思 う 。 今 後 を 見 据 え る と パ タ ー ン の 整 理 、 見 え る 化 を し

て ほ し い 。  

・ オ ン ラ イ ン 申 請 も あ り 、 仕 組 み と し て は 集 約 す る こ と が で き る と 思 う 。 引 き 続 き 支 所 で

や る こ と が 効 率 的 な の か と い う 観 点 は 持 っ て お い た 方 が い い 。 オ ン ラ イ ン 申 請 入 れ た と

き も 支 所 と 支 援 部 の 役 割 分 担 で も め た 。 大 き い 役 割 分 担 は 決 め て お か な い と い け な い 。  

・ 地 区 版 計 画 書 策 定 業 務 は 無 く な る の で あ れ ば 、 地 区 政 策 担 当 係 長 は 不 要 だ と 思 う が 、 人

材 の 裁 き を 考 え る と 、 一 人 の 係 長 に 担 わ せ る の は 厳 し い と 思 う 。 担 当 係 長 制 に す る と 業

務 が 増 え て い く の で 、 副 係 長 制 を 設 け て い る 。  

・ 災 害 対 策 本 部 や 地 区 本 部 の 扱 い に つ い て は 防 災 課 長 と 意 見 交 換 し て い る 。 区 民 課 の 人 員

も 減 る 見 込 み な の で 、 そ れ も 含 め 検 討 す る 必 要 が あ る 。  

〇 執 務 ス ペ ー ス に つ い て  

・ 執 務 室 問 題 も 解 決 し な け れ ば な ら な い 。 外 に 出 ら れ る と こ ろ に は 出 て も ら っ て 、 本 庁 の

ス ペ ー ス を 確 保 し な け れ ば な ら な い 。 本 庁 の パ ズ ル も 含 め て 今 後 検 討 し て い く の で 意 見 を

聞 か せ て ほ し い 。 定 数 分 の 机 を 確 保 す る の で は な く 、 テ レ ワ ー ク 端 末 を 活 用 す る 、 サ テ ラ

イ ト オ フ ィ ス を 利 用 す る な ど の 庁 内 文 化 を 作 っ た 方 が い い 。 自 宅 で は な く 空 い た 支 所 の ス

ペ ー ス を 使 う な ど 。  

 


